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～内容掲載省略～



Ⅰ 本学の沿革及び基本理念等 

 
 
 

本学は、九州北部の炭鉱事業の隆盛と明治 34 年の官営八幡製鐵所の開設を契機とし

て、わが国の重化学工業の勃興期に工業化推進の中核的人材を養成する目的をもって、

製鉄を中心とする北部九州の工業地帯に、明治 40 年に当時としてはめずらしい４年制

の工業専門学校「私立明治専門学校」として設立された。その後、大正 10 年の官立明

治専門学校、昭和 19 年の官立明治工業専門学校を経て、昭和 24年に国立九州工業大学

と変遷し、昭和 40 年には、工学部に新たに大学院工学研究科修士課程を設置し、昭和

63 年には、同博士課程を設置した。この間、北部九州のみならず、広く日本の産業化

と社会発展に貢献すべき技術者の養成にかかわる高等教育機関として発展を重ねると

ともに、工業地帯に位置する工業大学として教育と研究を通じ、地域社会との連携を強

化してきた。 

昭和 61 年には、社会における情報技術の急速な進歩に対応するため、全国で最初の

情報系総合学部である情報工学部を筑豊地区の飯塚市に新たに設置し、平成３年には、

大学院情報工学研究科修士課程、平成５年には同博士課程を設置した。 

その後、平成 12年には、生

命体のもつ優れた機能を工学

的に実現することを目指し、

独立研究科として大学院生命

体工学研究科博士課程を北九

州市若松区に設置した。 

そして、平成 16年の国立大

学法人化とともに国立大学法

人九州工業大学となり、平成

20 年には、進歩の急速な社会

経済の発展に迅速かつ弾力的 

   （戸畑キャンパスにある創立関係者の胸像）         に対処するための大学院・学部

改組を行い、教育組織と研究組織を機能的に分離した学府・研究院方式を適用し、工学

研究科を廃止して工学府・工学研究院として設置するとともに、情報工学研究科を廃止

して情報工学府・情報工学研究院として設置し、現在、２学部、２大学院学府、２大学

院研究院、１大学院研究科から構成された工学系大学として最先端の教育と研究を行っ

ている。 

なお、これまでに、５５，９００名を超える卒業生、修了生を輩出しており、「技術

に堪能なる士君子の養成」という開学以来の理念に基づき、確固としたもの創り技術を

有する志の高い高度技術者の育成に努めている。 

（１）沿革 
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基 本 理 念 

九州工業大学は、わが国の産業発展のため、品格と創造性を有する人材を育成します。 

 

基 本 方 針 

○教育 

開学以来の教育理念を基本とし、志（こころざし）と情熱を持ち産業を切り拓く技術

者・知的創造者を養成するため、質の高い教育を実行します。 

 

○研究 

研究活動を常に活性化し、より多くの優れた研究成果を創出します。特に本学の各分

野において、科学に裏付けられた融合技術や境界領域の創成を行います。 

 

○社会との連携 

教育・研究で培った知の公開と価値創造型もの創りを推進し、技術革新と社会を支え

るイノベーションにつなげ、地域社会との連携と調和に務めます。 

 

○運営 

社会に対する大学の責任（University Social Responsibility）を重視し、大学に係

るステークホルダーに対する説明責任を果たせる経営を行います。 

 

経営の基本方針 

九州工業大学は、「わが国の産業発展のため、品格と創造性を有する人材を育成する」

という基本理念に則り、“質の高い教育”、“科学に裏付けられた融合技術や境界領域の

創成”、“地域社会との連携と調和”､“USR を重視した運営”の 4 項目を経営方針に掲

げ、教育と研究を通して、次世代産業の創出・育成に貢献する個性豊かな工学系大学を

目指します。 

 

経営の基本目標 

九州工業大学は、「国立大学法人九州工業大学中期目標・中期計画」における“大学

の基本的な目標”との対応を経営の基本目標と位置付けます。すなわち、“大学の教育

研究等の質の向上に関する目標”、“業務運営の改善及び効率化に関する目標”、“財務内

容の改善に関する目標”、“自己点検･評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標”、

“その他業務運営に関する重要目標”との対応を経営の基本目標と位置付けます。 

 

経営の基本計画 

九州工業大学は、「国立大学法人九州工業大学中期目標・中期計画」における、中期

（２）基本理念等 
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目標を達成するために取るべき措置を経営の年度毎の基本計画と位置付け、基本計画の

工程表に基づいて実行します。 

 

 

 

このアクション・プランは、わが国の産業発展のため、品格と創造性を有する人材を

育成し、次世代産業の創出・育成に貢献する個性豊かな工学系大学を目指すことを実現

するための重要項目を、学長としてまとめたものである。その内容は、九州工業大学の

基本方針と経営の基本方針及び経営の基本目標に立脚し、特に経営戦略の観点から重視

する項目となっている。経営の基本目標及び経営の基本計画で述べているように、九州

工業大学が中期目標・中期計画で掲げている課題や措置と密接な対応を図り、実現を目

指していく。 

 

アクション・プランは、戦後の大改革以来といわれる国立大学法人化に伴い、九州工

業大学が、「着眼高ければ、即ち理を見て岐せず（言志録）」の観点から、時代の要請と

地域社会の要請に応えるべき具体的道筋を示している。その道筋を確固たるものにする

ためには、執行部が教育研究現場の実情を把握して教職員が共通認識を持てるようなシ

ステムを構築し、併せて教職員が将来展望である経営方針と経営目標及び経営計画との

整合性を理解することが重要となる。合理的なシステムによる人的資源、財政的資源の

ノウハウの蓄積と潜在的能力の発現の可否が、国立大学法人としての将来を左右すると

言える。 

 

現代における大学の重要性は、以前にも増して重要となっている。九州工業大学の本

質は教育にあり、研究や社会貢献・産学連携等は質の高い教育を行うための手段でもあ

る。資源の少ないわが国が諸外国に対抗するには、優秀な人材を輩出し続けることしか

途はないと言える。特に、地方に位置する国立大学法人は、知を拠点とするパブリック・

センターの性格を強く有している。地域社会の期待に応えるためには、九州工業大学が

基本理念と良き伝統を堅持しつつ、柔軟でかつ大胆な改革を実践していくことが不可欠

となる。このアクション・プランには、このような決意も込めている。今後とも、教育・

研究の高度化を図り、世界に向けての知と文化の情報発信拠点であり続けることを目指

す。 

 

 

 

 

 

 

 

（３）アクション・プラン 
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○教育 

工学系大学としてもの創りの伝統があり、これまでに産業界から高い評価を受けてい

る多くの優秀な卒業生・修了生を輩出していると言える。教育の質の程度は、産業界か

らの評価によって定まると言っても過言ではない。カリキュラムや講座編成にあたって

は、外部有識者の意見も積極的に採り入れることに努めるなど、今後も高い評価をどの

ように維持していくかのシステムを構築することが求められる。特に重要な点は、「不

易流行（松尾芭蕉）」の不易となる学問の根幹を教授すること、及び流行に該当する最

先端の価値創造を追求する人材育成である。 

 

①学生確保   ：優秀な学生の確保のため、様々な情報発信が従来行われてきたが、

さらなる発信・収集のシステム化と活動支援を図る。また、男女共同

参画社会で活躍するリーダーとなるべき学生の受け入れと支援を図

る。  

 

②支援の高度化 ：きめ細かな勉学指導が必要となることから、指導教員制度の充実を

図るため、グループ担任制度や学年主任制度を構築する。オフィス

アワーの活用やアクティブな交流により、学生のトータルケア用デ

ータベース作成を行い、指導・ケア実施の記録や情報の共有を通じ

て、教員と職員が一体となったメンタルケア体制を構築する。  

 

③授業の在り方 ：ステークホルダーの最たる者は学生であるとの認識を持ち、学生が

魅力を感じる授業を行うため、ピアレビューや FD 活動を通した教員

相互の研鑚が実施されるよう努める。  

 

④単位認定の水準：各学科及び専攻において単位認定の水準を定め、学生への情報公開

による周知に努める。  

 

⑤共通教育    ：工学系大学における共通教育の在り方と、社会的状況や外部の要請

を考慮した科目群の構成を図る。  

 

⑥教員採用    ：研究能力と共に、教育指導能力をこれまでよりも重視する。  

 

⑦学内共同利用機関 ：教育支援の効率化・高度化努力をしている機関に対する支援を

強化すると共に、組織の再編を図る。  

 

⑧学生サービス  ：関係部門の迅速な対応システム構築や就職担当教員の充実も含め、

学生及び企業対応窓口の一本化と支援の効率化を図る。  
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⑨定員の柔軟性 ：流動する社会的要請や時代の変化に対応した入学定員の柔軟性を図

り、併せて教育組織の対応と評価を行う。  

 

 

○研究 

学内プロジェクト公募や外部資金申請などを通じて、世界的研究拠点になり得る研究

グループや潜在能力を有した研究グループがかなり存在することが判明。これらのグル

ープを中核として、支援を強化することにより大学全体の活性化を図ることが求められ

る。 

 

①組織化    ：センター組織としての構築を図ることにより、人的資源、財政的資

源の集中化と効率化を図る。  

 

②選択と集中  ：研究分野の選択と集中を促し、強みや特色のある研究組織や教育組

織を構築する。  

 

③継続性    ：大型外部資金獲得ノウハウの蓄積と必要な研究テーマの継続性が保

持できるシステムを構築する。  

 

④競争と協調  ：各キャンパスにおいて周辺の高等教育機関や研究機関との協調を図

りながら、地域における指導的地位を確保するように努める。  

 

⑤学内共同利用機関支援：研究支援の効率化・高度化努力をしている機関に対する支援

を強化すると共に、組織の活性化を図る。  

 

 

○社会との連携 

産学連携や地域社会への貢献等が挙げられる。最終目的は学生の育成に資することで

ある点に立脚し、社会的説明責任とコンプライアンス遵守が果たされるよう努めること

が求められる。 

 

①産学連携   ：学問の進展の結果として、さらなる外部資金獲得を図り、財政的基

盤の強化が質の高い教育につながるように努める。  

 

②知的財産   ：学生の意欲に起因する大学発ベンチャーを支援し、知的財産の取扱

い等の教育的支援と実践的支援により、わが国の産業の発展に寄与す

るように促す。  
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③地域貢献   ：現代 GP（グッド・プラクティス）や魅力ある大学院 GP（グッド・プ

ラクティス）、国際貢献事業による採択を支援し、着実な活動を通じ

て地域の教育の発展と本学のミッションが遂行されるように努める。  

 

④産業貢献   ：社会人再教育やアントレプレナーシップ教育などを通した人材育成

の成果として、わが国の産業貢献に資するように努める。  

 

 

○運営 

法人化の意義が教職員に徐々に理解されつつあり、今後もさらなる意識の改革が促さ

れるように努めると共に、中期目標・中期計画の完全な達成が求められる。 

 

①意思決定   ：本学は総合大学に比して規模が小さいため、速やかな全学的合意や

機動的かつ戦略的な意思決定を図る。  

 

②財政的基盤  ：効率化係数による運営費交付金への影響を最小限に留めるため、支

出見直しによる財務効率化及び広義の外部資金獲得を促すように努

める。  

 

③組織の在り方 ：教職員の協力体制及び各組織内での効率化を図り、ステークホルダ

ーの最たる学生を支援する運営体制を構築する。また、事務系組織の

在り方を見直し、能力の発揮されやすいシステム体制を構築する。  

 

④戦略体制   ：企画戦略・研究戦略の重要性を考慮し、大学戦略システムの構築を

行う。  

 

⑤会議の効率化 ：全学委員会や部局委員会の在り方を検討し、会議の負担を軽減する

ように努める。  

 

⑥施設      ：施設マネジメントの改善と確立を図り、既存施設の有効活用や見直

しを促す。 
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Ⅱ 自己点検・評価結果 

 

１ 教育に関する部局間相互評価の概要 

 
 

今回「教育に関する部局間相互評価（以下「相互評価」という。）」を実施した背景と

して、第２期中期目標期間においては、これまで実施されてきた暫定評価が廃止され、

中期目標期間中に計画の進捗状況等を検証する機会を失った。そこで大学としては、独

自に検証の機会を確保するため外部評価を実施することとし、その外部評価のための自

己点検評価として「相互評価」を実施した。 
部局での教育に関する取組の方向性や、質の高さ等を相互に評価することにより、そ

れらの取組みの水平（全学）展開と情報の共有化に繋げ、大学全体としての教育改革を

一層前進させることが期待される。 
 

 
「相互評価」の方法は、教育委員会が関わる平成２２年度計画の実績報告及び平成２

２年度年度計画の実績報告書の特記事項を基に、各部局（工学部・工学府、情報工学部・

情報工学府、生命体工学研究科）毎に、別冊資料：「平成２２年度教育に係る年度計画

の取組状況について（特色のある部分、今後の取組を記載）」及び「平成２２年度年度

計画評価の特記事項等について」の資料を作成する。この資料は、当該部局が年度計画

の取組みの中から特色のあるものを抽出したもので、この資料を基に部局間で相互評価

を実施した。 
また、平成２３年１２月には「平成２３年度教育に関する部局間相互評価会議（以下

「評価会議」という。）」を開催し、各部局からの評価に対する意見交換を行った。 
出席者；教育・情報担当理事・副学長、評価・総務担当理事・副学長、各学部長（研

究科長）、各副学部長（副研究科長）、教育委員会委員ほか 
 
 

部局間相互評価においては、各部局の特色のある活動部分について、全体を通して高

い評価が示された。特に評価が高かったのが、工学部の PBL 教育、教員の FD 活動、

工学府のプロジェクト・リーダー型博士技術者の育成、情報工学部の physical 
computing の取組み、情報工学府の大学院実践演習、生命体工学研究科の分野横断型の

研鑽システム、国際マインド強化プロジェクト、成績評価基準の明確化であった。 
今後の取組み等については、第２期中期目標達成に向けて現行の取組みが一層充実す

ることを期待するとともに、各部局の優れた取組みについては他部局においても大いに

参考にしていきたいといった意見が寄せられた。また、生命体工学研究科については改

（１）背景・趣旨 

（２）評価方法 

（３）評価内容 
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組を検討中ということもあり、改善を指摘された事項もあったが、これらの事項につい

ては改組により改善に向かうものと考える。以上のことにより、第２期中期目標期間中

の平成２２年度計画の実施状況及び今後の取組み等の方向性については評価できるも

のと考える。 
また、１２月の「評価会議」では、各部局の取組みについて活発な意見交換がなされ、

次の４点を「評価会議」のまとめとして締めくくった。 
○九工大の教育的な資源は「人」、「講義」、「教材」であると考えており、これらを有

用に活用したい。 
○「FD」、「授業アンケート」、「学習支援室」及び「トップアップ教育」については、

更に充実したものとして全学的な展開を考えていきたい。 
○これからの日本の教育は、「トップアップ教育」と「グローバル化」が重要である

と考える。 
○今回の「評価会議」は初めての試みであったが、非常に有意義であり、教育委員会

等を利用して、定期的な意見交換の場を設けていきたい。 
 
「相互評価」の詳しい内容は以下のとおり。 
 

＜工学部に対する他部局の評価＞ 

(1) 特色ある部分について 

情報工学部 生命体工学研究科 

評
価
内
容
等 

○実践的技術力の向上を目的とした

PBL 科目の実践、さらにはロケッ

ト、飛行機、車等の設計・制作と

いう、現実の目標を掲げて、その

ための知識・技術力を学ばせるシ

ステムは非常に魅力的である。 

○教員の FD 活動を積極的に進めて

いるのは大いに参考になる。公開

授業に関しても、FD News Letter

（No4）に具体的な意見が記載され

ており、非常に参考になる。これ

らを全教員の共通認識としていく

ことが、今後重要だと感じた。 

○e-ラーニングに関しては、単にコ

ンテンツを増やすだけでなく、そ

れを利用させるための工夫が必要

で、その意味では利用学生の声を

HP に掲載して、身近に感じてもら

う試みは良いと思う。 

○PBL の各種取り組みの状況は参考

になる（大学院教育では、研究自

体が一種の PBL なので、別途行う

ことは時間的にも難しいかもしれ

ないが、どのような要素を取り入

れるかなど、考えるべき点は共通

するだろう）。 
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(2) 今後の取組み等について 

情報工学部 生命体工学研究科 

評
価
内
容
等 

○学修自己評価システムに関して

は、情報工学部が開発したものな

ので、今後連携して更なる開発を

進めていく必要がある。 

○教員の FD に関しては、部局内に留

まらず、全学的に展開していただ

ければありがたい。 

○教育関係のワークショップの発展

については、部局間を超えた展開

へつながるよう、私たちも考えて

いきたい。 

 

 

＜工学府に対する他部局の評価＞ 

(1) 特色ある部分について 

情報工学府 生命体工学研究科 

評
価
内
容
等 

○大学院教育の「プロジェクト・リ

ーダー型博士技術者の育成」につ

いては、専攻横断型開発プロジェ

クトを基軸とした履修プログラ

ム、産業界での活動に必要な履修

科目の新設等は、情報工学府の課

題とも共通するところであり、参

考になる。 

○ダブルディグリーに関しては、情

報工学府では取組みが遅れている

ので、参考にして進めていきたい。

○生命体でも産業界との連携を目指

した、博士後期課程におけるプロ

ジェクト科目の新設を考えてい

る。「プロジェクト・リーダー型博

士技術者の育成」プロジェクトは

参考になる。 

 

(2) 今後の取組み等について 

情報工学府 生命体工学研究科 

評
価
内
容
等 

○ダブルディグリーに関しては、工

学府での取組みが進んでいるの

で、参考にしていきたい。 

○コース・モジュール制は情報工学

府が進んでいるので、遠隔講義も

含めて、協力出来るところはして

いきたいと考える。 

○ダブルディグリーの取組みについ

て参考にしたい。 
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＜情報工学部に対する他部局の評価＞ 

(1) 特色ある部分について 

工学部 生命体工学研究科 

評
価
内
容
等 

○学部全体にわたる取り組みが多

く、その点は大変参考になる。特

に情報工学を基礎とする学部であ

るから、physical computing の

取り組みは、学生全体のLevel Up

のしかけとして、高く評価できる。

○数多くの積極的な取り組みに頭が

下がる思いです。学修自己評価シ

ステムやコース・モジュール制の

効果的運用方法等の知識共有が進

むように学んでいきたい。 

○e ポートフォリオ大学院システム

の研究開発計画書、報告書のシス

テムは、本研究科でも、応用系研

究室のみならず、基礎系の研究室

の学生にも有用ではないかと思

う。 

 

(2) 今後の取組み等について 

工学部 生命体工学研究科 

評
価
内
容
等 

○すでに記載されているが、IIF プ

ログラムは語学研修の域を出てい

ないようである。工学系大学であ

るから、このプログラムがトップ

集団の工学的能力（基礎学力も含

めて）をさらに向上させる機能を

持つようになればよいと考える。 

○「ボトムアップ」「トップアップ」

の両面が検討されているが、大学

全体のムードを引っ張り上げるに

はアッパーミドルレベルの学習意

欲向上が大きいのではなかろう

か。 

 

 

＜情報工学府に対する他部局の評価＞ 

(1) 特色ある部分について 

工学府 生命体工学研究科 

評
価
内
容
等 

○大学院実践演習、今後の学生にと

っては重要であり、その実施は大

変良い。 

○英語の教員へのアンケートは現状

を知る上でよい。 

○数多くの積極的な取り組みに頭が

下がる思いです。学修自己評価シ

ステムやコース・モジュール制の

効果的運用方法等の知識共有が進

むように学んでいきたい。 

○ e ポートフォリオ大学院システ

ムの研究開発計画書、報告書のシ

ステムは、本研究科でも、応用系

研究室のみならず、基礎系の研究

室の学生にも有用ではないかと思

う。 

 

(2) 今後の取組み等について 

工学府 生命体工学研究科 

評
価
内
容
等 

○大学院実践演習が中身の充実した

ものであることを期待する。 

○「ボトムアップ」「トップアップ」

の両面が検討されているが、大学

全体のムードを引っ張り上げるに

はアッパーミドルレベルの学習意

欲向上が大きいのではなかろう

か。 
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＜生命体工学研究科に対する他部局の評価＞ 

(1) 特色ある部分について 

工学府 情報工学府 

評
価
内
容
等 

○分野横断型の研鑽システムは卒業

生の活躍の場を広げる上で非常に

有効な取組みであると考えられ

る。実施からすでに５年が経過し

ているので、この研鑽システムを

経験した卒業生の事後評価（ヒア

リング等）を行うなどして、シス

テムの点検改善が必要である。 

○「国際マインド強化プロジェクト」

において、アジアを中心とした

国々に学生を派遣している点は評

価に値する。平成２２年度の派遣

数が７名であり、在学生数に比べ

ると少ない。派遣数をもっと増加

させることを検討すると良い。 

○大学院の科目においても、成績評

価基準を明確化し公表しているの

は大いに参考となる。 

○「出稽古システム」については、

実践的な技術の習得や幅広い知識

の修得の意味から良い制度であ

る。ただ実践している学生数がや

や少ないと思われる。 

○情報工学部で学部レベルの学生の

海外研修はかなり進めているが、

情報工学府博士前期・後期の学生

を対象とした取組みが遅れている

ので、参考になる。 

 

(2) 今後の取組み等について 

工学府 情報工学府 

評
価
内
容
等 

○改組は短期的な視点からだけでな

く、長期的な視点からも検討する

必要がある。 

○交流協定を積極的に活かし、博士

後期課程への進学学生の約半分は

留学生で確保するぐらいの積極的

な取組みが必要である。そのため

にも、国際コースなど海外から見

て分かりやすい教育プログラムを

提示する方が良い。 

○博士前期課程・後期課程の学生確

保に、３キャンパスの協力が必要

であろう。生命体工学研究科では、

工学府や情報工学府と比べて、留

学生の比率が少ないので、協定校

等を通じて留学生確保が必要とな

るであろう。 

 
 

 

 
○ 教育に関する部局間相互評価について 

平成２２年度教育に係る年度計画の取組状況について 
平成２２年度年度計画評価の特記事項等について 

 

（４）資料 
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   教育に関する部局間相互評価について 
     平成２２年度  教育に係る年度計画の取組状況について 

 年度計画評価の特記事項等について 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

工学部  ・・・・・・・・・・ Ｐ １７ 

 

工学府  ・・・・・・・・・・ Ｐ ２５ 

 

情報工学部  ・・・・・・・・ Ｐ ３０ 

 

情報工学府  ・・・・・・・・ Ｐ ４４ 

 

生命体工学研究科  ・・・・・ Ｐ ４８ 
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平成２２年度 教育に係る年度計画の取組状況について 

学部・研究科等名：  工学部   

１．特色のある部分 

 特に特色ある項目を以下に示す。 

○ 工学部ＰＢＬ教育推進室と大学院工学府・工学部教育方法等開発委員会との共催で「PBL シンポ

ジウム／FD 講演会／工学部教育方法改革研修・講演会」を開催した。（Ｉ-1-01、Ｉ-1-14） 

○ 工学部ＰＢＬ教育推進室を母体とした体制で、ＰＢＬ教育に対する新たな展開を目指した。（Ｉ

-1-01、Ｉ-1-02） 

○ 1 年生を対象として、学生の自己管理能力を高めるために開発した学修自己評価システムの運用

を開始した。（Ｉ-1-01） 

○ 工学知識の修得及び実践的技術力を得させるため、モデルロケット打ち上げ技術を活用した PBL

科目を開講した。さらに、複数の技術系競技会への参加支援を行った。（Ｉ-1-02） 

○ コミュニケーション力を向上させることを目的として、PBL 科目を開講した。また、英語コミュ

ニケーション力の向上を目的とした授業科目も開講した。（Ｉ-1-02） 

○ 低学年次における工学基礎科目の学力補強のため、平成２２年度後期から学習支援室のホームペ

ージを立ち上げ、開講科目等について情報発信を行った。また、学習支援室の利用を促す活動を

行った。（Ｉ-1-03） 

○ 情報モラル教育において、e-learning の利用を試行した。（Ｉ-1-01、Ｉ-1-03） 

○ 応用化学コース（現 応用化学科）が平成２２年度の JABEE 認定を取得した。（Ｉ-1-03） 

○ 授業アンケート評価システムの高度化を目指した検討を開始するとともに、自学自習力育成によ

る学習意欲と学力の向上を目指し、情報検索・レポート作成などのアカデミックスキルを強化す

る教育方法、教材の開発に着手した。（Ｉ-1-14） 

○ 学部を横断した教員のワークショップ、研修講演会を開催し、学生の主体的学習と学習意欲に関

わる教育問題を共有し、対応策の検討を進めた。（Ｉ-1-14） 

 

２．今後の取組等について 

 平成２２年度に力を入れた項目について、平成２３年度も引き続き力を入れたいと考えている。主

な項目は、以下の通りである。 

○ 1、２年生を対象として、学生の自己管理能力を高めるために開発した学修自己評価システムの

運用を開始する。ワーキンググループにより学修自己評価システムの運用上の問題点を検討し、

運用改善を行う。（Ｉ-1-01） 

○ より良い成績評価方法の検討を行う。（Ｉ-1-01、Ｉ-1-14） 

○ 低学年次における工学基礎科目の学力補強のために立ち上げた学習支援室の有効な利用法を検

討し、新しい利用法を策定する。（Ｉ-1-03） 

○ Web を利用した授業アンケートを実施する。（Ｉ-1-14） 

○ 学部を横断した教員のワークショップと研修講演会を実施し、主体的学習についての検討を進め、

教育改善をはかる。（Ｉ-1-14） 
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平成２２年度 年度計画評価の特記事項等について 
 

学部・研究科等名： 工学部  

 

中期目標 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 

１ 教育に関する目標 

（１）教育内容及び教育の成果等に関する目標 

［学士課程の編成及び教育課程・教育方法に関する目標］ 

高い技術力と幅広い知識を持ち、豊かな教養を備えた国際的に通用する人材の輩出を可能とす

るため、 

(1) 科学技術の進歩に対応できる基礎力を培い、 

(2) 優れた知性と創造性を持って技術開発を推進できる専門技術力を養う教育を行う。 

通し番号 Ⅰ-1-01 

中期計画 学修における自己管理意識を高め、技術者としての課題解決能力を涵養する教育を実施する。 

年度計画 

第１期中期目標期間において実施してきた PBL、グループ学習、e-learning 等の自律性を高める

教育方法の現状分析を行い、優れた教育を目指した実施計画を策定するとともに、学生の自己

管理能力を高める学修自己評価システムの運用において分野毎に必要に応じて改善を進める。

 

【実施状況】 

・工学部の PBL 教育体制に関して現状分析を行い、その結果を「『PBL を基軸とする工学教育プログラム』平成

20―22 年度報告書」において報告した 1。 

 また、大学院工学府・工学部教育方法等開発委員会と共催で「PBL シンポジウム／FD 講演会／工学部教育方

法改革研修・講演会」を開催し、今後の PBL 教育の方向付け、課題点等について議論及び意見交換を行った 2。 

・e-learning については、「e-ラーニング高等教育連携に係る遠隔教育による単位互換協定」に基づき、例年と同

様、他機関と連携した e-ラーニング教育事業に参画しており、平成 22 年度は、工学部学生１名が単位を取得し

た。また、情報モラル向上週間(後期)では Moodle を利用した情報モラル教育を行う 3 とともに、e-ラーニング事業

推進室と連携し、全１年生に対して e-ラーニングツール使用法に関する説明を行った 4。 

・学修自己評価システムについて、平成 22 年度前期の試用期間を経て、後期から 1 年生を対象にシステムの運

用を開始した。（資料１） 

なお、学生向けに学修自己評価システム利用の手引きを発行し、オリエンテーション時に配付した 5 6。 

 

（資料１） 学修自己評価システム メニュー画面 
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【エビデンス】 

 

１ 「文部科学省 平成 20 年度 質の高い大学教育推進プログラム（教育 GP）『PBL を基軸とする工学教育

プログラム』－工学教育環境のトータルデザインと新しいスタンダードを目指して－平成 20－22 年度報告

書」 

 

２ 九工大大学院工学府・工学部 FD News Letter 平成 23 年 3 月 No. 4 

 

３ 平成 22 年度第 5 回大学院工学研究院学術情報委員会 資料 No.2「平成２２年度後期情報モラル向上週

間における講習会実施状況一覧」 

 

４ e ラーニング事業推進室第３９回会議(2010 年度‐No.1) 資料Ｄ 

 

５ 九州工業大学教務システム利用の手引き（学生用）第 1.1 版 2010 年 4 月 学務部教育支援課 

 

６ 教育ブレティン第７号（2010 年度版）2‐(2)「工学部における学習支援活動」 

http://jimu-www.jimu.kyutech.ac.jp/kyoumu/soumu_bulletin/bulletin_top.htm 
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中期目標 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 

１ 教育に関する目標 

（１）教育内容及び教育の成果等に関する目標 

［学士課程の編成及び教育課程・教育方法に関する目標］ 

高い技術力と幅広い知識を持ち、豊かな教養を備えた国際的に通用する人材の輩出を可能とす

るため、 

(1) 科学技術の進歩に対応できる基礎力を培い、 

(2) 優れた知性と創造性を持って技術開発を推進できる専門技術力を養う教育を行う。 

通し番号 Ⅰ-1-02 

中期計画 
技術力の根幹をなす優れた工学知識を得させ、実践的技術力の強力な要素となるスキルとコミ

ュニケーション力及びものづくりセンスを得させる教育を実施する。 

年度計画 

工学知識の修得及び実践的技術力を得させるため、技術スキルとものづくりの実情を調査し、効

果的な教育方策の検討を開始するとともに、コミュニケーション力を向上させるための取り組みの

現状を分析・評価し、新たな計画の検討を開始する。 

 

【実施状況】 

・技術スキルとものづくりの実情について、工学部で実施されている活動を調査した結果、学生ロケットの打ち上

げ、学生フォーミュラ、鳥人間コンテスト、全日本学生ロードレース、ロボットコンテスト等の技術系競技会参加の

活動が挙げられる。（資料１） 

 これらの活動に対して、「学生創造プロジェクト支援」制度や、ものつくりの場として設置した「ものつくり工房」の

提供などの支援を行っている 1 2 3 。 

 また、カリキュラムと連動させている事例として、工学部機械知能工学科宇宙工学コース３年生を対象にして、

モデルロケット打ち上げ技術を活用した PBL 科目「設計製図Ⅲ」（必修科目）（2012 年より「宇宙工学

PBL(Problem Based Learning)」に改称予定）を開講している。 

・少人数のグループで協働して課題や問題を解決する作業を通して、コミュニケーション力を向上させることを目

的として、初年次から PBL 科目を開講している 4。 

また、電気電子工学科の専門英語、応用化学科の科学英語Ⅰ・Ⅱ、マテリアル工学科の外国語文献講読、総

合システム工学科の専門英語において，英語コミュニケーション力の向上を目的とした授業科目を開講してい

る。 

 

（資料１） ものづくり活動の実績 ＜出典：本学 HP＞ 

  
      

全日本学生ロードレース             学生ロケット       学生フォーミュラ 

 

【エビデンス】 

 

１ 学生創造プロジェクト支援 http://www.kyutech.ac.jp/campuslife/life/support/index.html 

 

２ 教育ブレティン第７号「学生創造プロジェクト（夢プラン）」 

http://jimu-www.jimu.kyutech.ac.jp/kyoumu/soumu_bulletin/bulletin_top.htm 

 

３ 平成２２年度九州工業大学ものつくり工房使用許可団体一覧 

 

４ 九州工業大学 PBL シンポジウム 平成 23 年 3 月 1 日 資料 
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中期目標 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 

１ 教育に関する目標 

（１）教育内容及び教育の成果等に関する目標 

［学士課程の編成及び教育課程・教育方法に関する目標］ 

高い技術力と幅広い知識を持ち、豊かな教養を備えた国際的に通用する人材の輩出を可能と

するため、 

(1) 科学技術の進歩に対応できる基礎力を培い、 

(2) 優れた知性と創造性を持って技術開発を推進できる専門技術力を養う教育を行う。 

通し番号 Ⅰ-1-03 

中期計画 
教育目的に従って、高い教育効果が期待できる多様な形態の教育方策を実施し、教育課程を充

実させる。 

年度計画 

低学年次における工学基礎科目の学力補強のため、効果的な学習支援策を検討し、可能なも

のから実施するとともに、社会の技術発展に則した工学知識を修得させるための教育方策を検

討する。また、学習支援室、e-ラーニング事業推進室、遠隔授業システム、キャリアセンター等

の教育支援のインフラ・システムの実情を調査し、整備に着手する。 

 

【実施状況】 

・e-learning について、情報モラル向上週間(後期)の中で Moodle を利用した情報モラル教育を行った 1。また、e-

ラーニング事業推進室と連携し、全１年生に対して e-learning ツール使用法に関する説明を行った 2。 

・学習支援室について、平成２２年度後期からホームページを立ち上げ、開講科目等について情報発信を行った。

また、学習支援室利用に対する遠慮や不安を取り除くため、利用した学生の声をホームページや掲示板に掲載

し、利用を促した 3 6 。(資料１) 

・学習支援室の今後の運用を検討するため、学生及び講師に対してアンケートを行った 4 5 。 

・応用化学コース（現 応用化学科）が平成２２年度の JABEE 認定を取得したことにより、応用化学科の技術者教

育プログラムは国際的な水準が保証された。(資料２) 

 

(資料１) 工学部学習支援室 来室者の声 ＜出典：本学ＨＰ＞ 
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（資料２） ＪＡＢＥＥ認定証 ＜出典：本学ＨＰ＞ 

 

 

【エビデンス】 

 

１ 平成 22 年度第 5 回大学院工学研究院学術情報委員会 資料 No.2「平成２２年度後期情報モラル向上週間に

おける講習会実施状況一覧」 

 

２ e ラーニング事業推進室第３９回会議(2010 年度‐No.1) 資料Ｄ 

 

３ 工学部学習支援室ホームページ http://www.tobata.kyutech.ac.jp/jimu/gakusyushien/index 

 

４ 工学部学習支援室 学生用アンケート結果（前期・後期） 

 

５ 工学部学習支援室 講師用アンケート結果 

 

６ 教育ブレティン第７号（2010 年度版）2‐(2)「工学部における学習支援活動」 

http://jimu-www.jimu.kyutech.ac.jp/kyoumu/soumu_bulletin/bulletin_top.htm 
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中期目標 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 

１ 教育に関する目標 

（２）教育の実施体制等に関する目標 

［教育の質の向上に関する目標］ 

② 育成する人材を国際的通用性のある技術者として保証するため、 

(1) 国際基準に則った認定により教育の質を保証し、 

(2) 継続的な教育の質の向上を図るための体制を整備する。 

通し番号 Ⅰ-1-14 

中期計画 継続的な FD、SD 活動を推進し、職員間で改善成果の共有を図るための取り組みを進める。 

年度計画 

授業アンケート評価システムの高度化を目指した検討を開始するとともに、 自学自習力育成に

よる学習意欲と学力の向上を目指し、学習指導要領の検討を開始する。また、学部を横断した

科目別（数学、情報、物理又は化学）教員ワーキンググループを立ち上げ、教育問題を共有した

対応の検討を進める。 

 

【実施状況】 

・授業アンケートについて、web 化や質問項目、アンケート結果のフィードバック等について検討を行った。特に

web 化については、学生への意識調査により web 化に対する不安材料を抽出し（資料１）、その解決に向けて大

学院工学府・工学部教育方法等開発委員会において検討した 1 3 。 

・FD 講演会について、平成 22 年度は、講師を招聘し委員会単独で開催する従来の方法ではなく、戦略的経費

「工学部教育方法改革」プロジェクトとの共催で外部講師を招聘した「アカデミック・スキルズ」についての講演会

や、PBL 教育推進室と共催でのシンポジウム、また平成 22 年度初の試みとして「学生のモチベーションをどう引

き出すか」をテーマに少人数でのグループワークを中心とした FD 勉強会を開催した 2 6 。  

・１週間の期間を設けて原則的に全授業を公開する「公開授業」や 2 4 、学生の本音を聞く「学生と教員との交流

会」も例年同様行った 2 6 。なお、平成 22 年度は「学生と教員との交流会」で出された意見への回答を工学部公

式サイトにて公開することで、意見に対するフィードバックを行った 5 。 

・教育方法開発の試みとして前述の「工学部教育方法改革」プロジェクトを中心に、アカデミックスキルの向上を

促すための「情報検索・日本語表現法」の授業改善・教材開発を試行し、図書館と連携したファインディング・パス

作成指導（資料２）、レポート作成に向けた視聴覚教材の作成を行った 7 8 。 

 

（資料１） web 化に対する不安材料を抽出 ＜出典：授業アンケート Web 化に関する意識調査結果＞ 
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（資料２） 図書館と連携したファインディング・パス作成指導 ＜出典：平成２２年度戦略的経費「工学部教育方

法改革：教育研修基盤の整備と教養系カリキュラムの開発」報告書添付資料＞ 

 

【エビデンス】 

 

１ 授業アンケート Web 化に関する意識調査結果 

 

２ FD NewsLetter No.4 

 

３ 平成 22 年度大学院工学府・工学部教育方法等開発委員会記録 

 

４ 公開授業ガイド http://www.tobata.kyutech.ac.jp/jimu/soumu/koukai 

 

５ 学生と教員との交流会 質問・要望等への回答 http://www.tobata.kyutech.ac.jp/jimu/kouryukai 

 

６ 講演会等実施記録（工学部公式サイトから） 

・学生と教員との交流会 http://www.tobata.kyutech.ac.jp/node/375 

・工学部教育方法改革研修・講演会 http://www.tobata.kyutech.ac.jp/node/470 

・FD 勉強会 http://www.tobata.kyutech.ac.jp/node/478 

・平成 22 年度 PBL シンポジウム http://www.tobata.kyutech.ac.jp/node/495 

 

７ 平成 22 年度戦略的経費「工学部教育方法改革：教育研修基盤の整備と教養系カリキュラムの開発」報告書 

 

８ 視聴覚教材「九州工業大学アカデミックスキル入門編」 
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平成２２年度 教育に係る年度計画の取組状況について 
 

学部・研究科等名：工学府  

 
１．特色のある部分 

 以下に特色ある部分について示す。 

① 海外研修・インターンシップを推進するために、組織的な大学院教育改革推進プログラム「プロ

ジェクト・リーダ型博士技術者の育成」を遂行した。（Ⅰ-１-05） 

② 組織的な大学院教育改革推進プログラムのスムーズな遂行のため、課程 Bの授業科目の区分を一

部見直した。また、クォーター制を導入している他大学等の実態調査を開始した。（Ⅰ-１-05） 

③ 一学期あたりの授業期間１５週確保について、大学院の授業も学部と同様に取り扱うこととした。

（Ⅰ-１-08） 

④ 大学院の JABEE 認定について認定実績の調査を開始することを決定した。また AHELLO に関して

は研究科を超えて情報交換する体制を整えた。（Ⅰ-１-13） 

⑤ 授業アンケートの Web 化は学部での検討終了後実施することとした。また公開授業週間を実施し

た。（Ⅰ-１-14） 

⑥ 奨学金の推薦基準の見直しの検討を開始した。（Ⅰ-１-19） 

⑦ 社会人対象の教育について他大学等の例の調査を開始した。工学府では社会人修学支援講座（技

術者大学院講座、スーパーティーチャーズカレッジ）をすでに進めている。 

（Ⅰ-3-03） 

⑧ 国際的に活躍できる人材の育成のため、海外の協定大学と連携したダブルディグリープログラム

を遂行した（平成 21年 10 月より開始）。平成 22年度末には、4 名の工学修士号取得者（九州工

業大学側）を輩出した。（Ⅰ-3-04） 

⑨ 英語能力試験として、一部専攻において TOEIC の大学院入試での採用をすでに開始しているが、

工学府全体としての導入に向けて準備を開始した。（Ⅰ-3-05） 

 
２．今後の取組等について 

 平成 22年度に進めてきた項目で、平成 23 年度も引き続き注力していく予定の主な項目を以下に記

す。 

① 大学院科目群のモジュール的編成の可能性の検討 

② 組織的な大学院教育改革推進プログラムの円滑な運営と遂行 

③ 単位の実質化を目指した方策の策定 

④ AHELLO 検討 WGと連携しての AHELLO 関連の調査 

⑤ Web 化の試験的導入、アンケート結果のフィードバック方法の試行 

⑥ キャリアセンターと連携した就職情報、インターンシップ情報の一元管理の仕組み 

⑦ 交流協定校の増加、多様な交流方法（ダブルディグリー、研究交流、語学研修など）の開拓 

⑧ 大学院入試への TOEIC 完全導入 
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平成２２年度 年度計画評価の特記事項等について 
 

学部・研究科等名：工学府  

 

中期目標 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 

１ 教育に関する目標 

（１）教育内容及び教育の成果等に関する目標 

［大学院課程の編成及び教育課程・教育方法に関する目標］ 

高い専門性と深い学識を持ち、卓越した能力と豊かな創造性を持って、研究・開発に従事できる

人材の輩出を可能とするため、 

(1) 多様な先進技術に対応できる専門力を培う仕組みを作り、 

(2) 革新的で優れた技術を創出できる能力を育成する教育を行う。 

通し番号 Ⅰ-1-05 

中期計画 深い専門知識を実践力につなぐため、多様な教育方策を策定・実施し、充実させる。 

年度計画 
海外研修、インターンシップ、クォーター制、英語による講義など、専門知識に実践力を持たせる

教育方策を調査し、教育的効果、実施方策及び運営の在り方の検討を開始する。 

 

【実施状況】 

海外研修・インターンシップを推進するために、組織的な大学院教育改革推進プログラム「プロジェクト・リーダ

型博士技術者の育成」（資料１）を遂行した。その育成手法は、(1)専攻横断型開発プロジェクトを基軸とした履修

プログラムの構築、(2)産業界での活動に必要な履修科目の新設と既存科目の選択必修化、(3)プロジェクト・スー

パーバイザリー・チームによる指導体制、(4)その他の活動支援（クォーター制、経済的支援、海外派遣）からなり、

大学院教育の実質化及び国際化を推進することを目的として進められた。 

また、同プログラムのスムーズな遂行のため、新設科目として「実践的システム工学（設計・製作・運用）」「開

発プロジェクト特論」「先端産業システム特論」「宇宙航空システム特論」を開講し、課程Ｂの授業科目の区分を一

部見直した。 

 

（資料１） 組織的な大学院教育改革推進プログラム「プロジェクト・リーダ型博士技術者の育成」  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九州工業大学は、開学以来の理念である「技術に堪能なる士君子の養成」に基づき、世界をリードする高度技術者の育成

を基本的な目標に掲げ、社会的な要請に応える優れた人材を輩出してきました。 本教育プログラムは、この取り組みを更

に強固に進めるため、今後とも技術立国日本を支える高度技術者として産業界で活躍できる「プロジェクト・リーダ型博士技

術者」を、博士の学位取得を前提とする学生に対して、博士前期・後期課程一貫教育体制にて集中育成するものです。 
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【エビデンス】 

 

１ 組織的な大学院教育改革推進プログラム http://www.kyutech.ac.jp/education/reform/index.html 

 

２ ProST ホームページ http://www.prost.tobata.kyutech.ac.jp/ 

 

３ 平成 22 年度組織的な大学院教育改革推進プログラム 運営会議資料 

 

４ 文部科学省 大学院教育改革支援プログラム  

   http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/kaikaku/daigakuin.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-27-



中期目標 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 

３ その他の目標 

（２）国際化に関する目標 

① 教育・研究面における本学の国際的認知性を高め、教育・研究力を向上させる。 

通し番号 Ⅰ-3-04 

中期計画 教育面・研究面等において、重点交流拠点大学を中心とした大学間国際交流等を推進する。 

年度計画 

国際研究交流の方針を明確化し、重点交流拠点大学を選定するとともに、国際連携に係る経済

的支援策を検討する。また、留学生の受入れ体制の充実を図るための検討を開始する。更に、

海外サテライトキャンパスを拠点とした教育・研究連携を発展させるための方策を検討する。 

 

【実施状況】 

 国際的に活躍できる人材の育成のため、海外の協定大学と連携したダブルディグリープログラムを遂行した

（平成 21 年 10 月より開始）。これは、九州工業大学とダブルディグリー協定を締結している海外の大学への留学

を通じ、両方で正規のカリキュラムを履修することにより、卒業時に九州工業大学と相手大学と合わせて２つの

学位を取得できる教育プログラムである。(資料１)（資料２）（資料３） プログラムの基本構成は、原則として、九

州工業大学と相手大学それぞれの既存の課程に基づく。参加要件として、九州工業大学と参加する相手大学で

定められている、それぞれの学位授与の修了要件を満たすことが必要となっている。平成22年度末には、4 名の

工学修士号取得者（九州工業大学側）を輩出した。 

 

 

（資料１） ダブルディグリー協定大学と九州工業大学における取り決め確認事項  
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（資料２） 九州工業大学において発行した修了証明書  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料３） 協定大学間での相互訪問  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         中国揚州大学               仏国ロレーヌ工科大学 

 

【エビデンス】 

 

１ 九州工業大学ダブルディグリープログラム  

  http://www.kyutech.ac.jp/campuslife/life/international_exchange/doubledegree.html 

 

２ 中国揚州大学訪問 http://www.kyutech.ac.jp/info/id361.html 

 

３ ロレーヌ工科大学が本学訪問 http://www.kyutech.ac.jp/info/id36.html 

 

４ ダブルディグリー確認事項 平成 22 年度大学院工学府学務委員会資料 

 

５ 修了証明書 平成 22 年度大学院工学府学務委員会資料  
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平成２２年度 教育に係る年度計画の取組状況について 

学部・研究科等名：情報工学部 

１．特色のある部分 

  現在までの特色のある教育項目として下記（※）のとおりがあげられるが、その中で特に項目

を５、６点程度に絞った。選定理由は、学部に広く効果があること（学部長）、先進的であること

（教育委員長）、昨年度までのものへの取り組みを主眼とした。 

 

取 組 例 計画番号 効 果 

（１）初年次 GP 

（学習コンシェルジェ，習熟度別学習ほか）
I-1-03 ボトムアップ対策 

（２）フィジカルコンピューティングの導入
I-1-01 

I-1-03 
情報系学部として特徴的 

（３）IIF プログラム 

（国際先端情報科学者養成プログラム 

International Informatics Frontier）

I-1-03 

トップアップの先駆け、工夫により理

数 

系教育トップアップにつながる 

（４）JABEE 認定継続審査  I-1-08 学部全体の取り組み及びボトムアップ 

（５）ｅポートフォリオ 

（学修自己評価システム） 
I-1-17 使い方次第で効果が期待できる 

 

※特徴ある取り組みの例 

推薦入試合格者研修会、初年次 GP（学習コンシェルジェ，習熟度別学習ほか）、IIF、フィジカル

コンピューティング、MILAiS（未来型インタラクティブ学習教室）、ｅポートフォリオ（学修自己評

価システム）、JABEE、超 PBL、Moodle 

 

２．今後の取組等について 

（１）MILAiS（未来型インタラクティブ学習教室）： 

   今年度から順調にスタートし期待が大きい、チーム学習への実験的取り組みである。 

 

（２）理数系教育トップアップ教育： 

   IIF は海外研修への壁を低くした功績があるが、まだ語学研修の意識の枠を超えていない。選

抜性もない。これを発展させ、グローバルに活躍できる技術者養成へのトップアップをはかって

いく。 

 

 （３）ボトムアップとトップアップのバランス： 

   最近まで初年次 GP、推薦入試合格者研修会、JABEE、学修自己評価システムなどボトムアップ

教育に多大な精力を使ってきたが、次世代の日本やアジアを担う技術者養成のためにはどうして

もトップアップ教育は避けられない。このため、両者にバランスの良い取り組み体制を考えたい。 
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平成２２年度 年度計画評価の特記事項等について 

 

学部・研究科等名：情報工学部 

 

中期目標 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 

１ 教育に関する目標 

（１）教育内容及び教育の成果等に関する目標 

[学士課程の編成及び教育課程・教育方法に関する目標] 

高い技術力と幅広い知識を持ち、豊かな教養を備えた国際的に通用する人材の輩出を可能とする

ため、 

（1）科学技術の進歩に対応できる基礎力を培い、 

（2）優れた知性と創造性を持って技術開発を推進できる専門技術力を養う教育を行う。 

通し番号 Ｉ-1-03 

中期計画 
教育目的に従って、高い教育効果が期待できる多様な形態の教育方策を実施し、教育課程を充実

させる。 

 

年度計画 

低学年次における工学基礎科目の学力補強のため、効果的な学習支援策を検討し、可能なものか

ら実施するとともに、社会の技術発展に則した工学知識を修得させるための教育方策を検討する。

また、学習支援室、e-ラーニング事業推進室、遠隔授業システム、キャリアセンター等の教育支援

のインフラ・システムの実情を調査し、整備に着手する。 

 

【実施状況】 

容易な課題から難度の高い課題までカバーするスモールステップ方式の自学自習教材を開発し、学生個々の

学力に応じた課題を自学自習させるとともに、こうした自習を支援するためのヘルプデスクと学習アドバイザを配

置して学習内容および学習方法の個別指導を行った。（資料１） また、数学の解析 I ではプレースメントテストの

結果によって習熟度別の講義を行い、また基礎物理学については履修できなかった学生を対象に補習教育（習

得単位なし）を行った。情報基礎科目のリメディアル教育についてはその実行方法について議論を開始した。 

 

（資料１） 「自学自習力による学習意欲と学力の向上」取組 

平成 21年度「大学教育・学生支援推進事業【テーマ A】大学教育推進プログラム」        

 
○取組の内容 
初年次教育に着目し、専門教育に入るための基礎学力の伸長および学習意欲の向上を図ることを目的と

している。多様な学力レベルの学生に対応した基礎教育（数学・物理・英語・情報）を展開するため，習

熟度別授業や個別指導を行い、学習コンシェルジェ（学習相談室）を開設するなど、学力に応じた学習環

境を整える。さらに、自学自習用のｅラーニング教材を開発し、学習に対する興味や関心を喚起するワー

クショップを開催するなど、学習習慣や学習意欲を向上させる機会を提供して自己学習力を育成する。 
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○取組の成果 
1. 入学者に対して、プレースメントテストを行い、数学と英語の基礎科目で習熟度別授業を実施した。 
2. 高校の数学・物理の内容を学習させるリメディアル講義を週１コマ実施した。 
3. 学習コンシェルジェによるヘルプデスクを常設し、専任講師およびＴＡによる学習指導を行った（数

学，物理，情報，英語）。 
4. 数学・物理・情報の自学自習教材を作成し、可能な限りｅラーニング化した。 
5. 「ものづくり実習」として学生主体の電子オルゴール作成会を実施した。 
6. 学習指導カルテを活用し、成績不振者に対する指名補習を行った。 
7. 学力や興味を増進するような講話や講習会を実施した。（数学，情報，英語） 
8. 推薦入試合格者研修会を開催した。（計３回実施。内２回は 2 泊 3 日の宿泊型研修会。） 
 

          
◆４ 自学自習教材（物理）    ◆５ 電子オルゴール作成会     ◆７ 数学テスト会 
 
○学内外からの評価 
1. 外部評価委員会（５名）を 2 回実施。いずれも，良好な評価を受けている。 
2. e-Learning WORLD2.0（東京）に出展 

ポスターブースへの来場者：約 250 名 
セミナープレゼンへの参加者：約 100 名 

3. GP 合同フォーラム（東京）に出展 
  ポスターセッションへの来場者：約 200 名 
4. 大学基礎フォーラムを本学にて開催 
  取組の中間報告会として実施。講演会およびパネルディスカッションを実施し、約 50 名の参加者が

あった。 
 
○平成 22 年度コンシェルジェ件数報告 
 

 
上表は、学生が自ら希望して相談を受けた件数（指名指導件数は含まない）。 

6 月、7月は定期試験前で件数が多く，休業期間中は少なくなっている。 

相談に訪れた学生に対し、指導者が「指導カルテ」を作成しており、学生の問題点、指導内容、達成状

況等を記録しているが、相談に訪れた学生のほとんどが「理解できた」と報告されており、半数以上の

学生が再度相談に訪れている。 
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中期目標 

Ⅰ大学の教育研究等の質の向上に関する目標 

１ 教育に関する目標 

（１）教育内容及び教育の成果等に関する目標 

［学士課程の編成及び教育課程・教育方法に関する目標］ 

高い技術力と幅広い知識を持ち、豊かな教養を備えた国際的に通用する人材の輩出を可能とす

るため、 

（1）科学技術の進歩に対応できる基礎力を培い、 

（2）優れた知性と創造性を持って技術開発を推進できる専門技術力を養う教育を行う。 

通し番号 Ｉ-1-01 

中期計画 学修における自己管理意識を高め、技術者としての課題解決能力を涵養する教育を実施する。

 

年度計画 
第１期中期目標期間において実施してきた PBL、グループ学習、e-learning 等の自律性を高める

教育方法の現状分析を行い、優れた教育を目指した実施計画を策定するとともに、学生の自己

管理能力を高める学修自己評価システムの運用において分野毎に必要に応じて改善を進め

る。 

中期目標 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 

１ 教育に関する目標 

（１）教育内容及び教育の成果等に関する目標 

［学士課程の編成及び教育課程・教育方法に関する目標］ 

高い技術力と幅広い知識を持ち、豊かな教養を備えた国際的に通用する人材の輩出を可能とす

るため、 

（1）科学技術の進歩に対応できる基礎力を培い、 

（2）優れた知性と創造性を持って技術開発を推進できる専門技術力を養う教育を行う。 

通し番号 Ｉ-1-03 

中期計画 
教育目的に従って、高い教育効果が期待できる多様な形態の教育方策を実施し、教育課程を充

実させる。 

 

年度計画 
低学年次における工学基礎科目の学力補強のため、効果的な学習支援策を検討し、可能なも

のから実施するとともに、社会の技術発展に則した工学知識を修得させるための教育方策を検

討する。また、学習支援室、e-ラーニング事業推進室、遠隔授業システム、キャリアセンター等

の教育支援のインフラ・システムの実情を調査し、整備に着手する。 

 

【実施状況】 

 次の３つの目的を達成するために最適なツールとしてフィジカルコンピューティング機材を選定し、情報工学部５

学科に導入した。各学科に２００セットを用意しており、２学年が同時に利用可能である。（資料１） 

 (1) 情報工学を学ぶ動機を高める 

 (2) 講義で学んだ内容を体験（実験）して理解を深める 

 (3) 創造的活動を通して自発的学習を促進する 

 

これまでに、次の科目でフィジカルコンピューティングを導入した。 

 (1) 学習の動機づけ：知能情報工学基礎演習 I（知能）、機械情報プロジェクト I（機械）、基礎実験（生命） 

 (2) 講義の演習：オブジェクト指向プログラミング・同演習（知能）、計算機システム II（電子、機械） 

 (3) 創造的学習：知能情報工学基礎実験 IIA（知能）、知能情報工学実験演習 II（知能）、超 PBL プロジェクト S 

（シス創） 
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（資料１） フィジカルコンピューティング導入の狙い[1, 2] 

 

 フィジカルコンピューティングを教材として導入した狙いは次のとおりである。 

 

(1) 仕組みが見える 

 ブラックボックスで便利な道具であったものを、フィジカルコンピューティングにより仕組みが見える

ようにすることで、興味深い、おもしろいと学生が感じることを期待している。 

 

(2) 情報関連科目の多くの要素を含む 

 フィジカルコンピューティングには、プログラミングや計算機システム、電子回路にとどまらず、論理

数学、システム制御、ネットワークなど、多くの要素を含んでいる。フィジカルコンピューティングを核

にして、学生がそれぞれの科目の関連性を含め、深く理解することを期待している。 

 

(3) 入出力の多様性 

 フィジカルコンピューティングでは多種多様なセンサーやアクチュエータを利用でき、実世界とのさま

ざまな形でのインタラクションが可能である。学生が情報を単に知識としてではなく、身体的に理解する

ことを期待している。 

 

(4) 創造性を引き出す 

 実世界とのさまざまな形でのインタラクションが可能であることから、いろいろなものを工夫して作る

ことができる。しかも、容易に組み立てができ、思いついたことを簡単に試してみられるように工夫され

ている。学生が、創作活動の中で自分が持っている知識を使って考え、さらに試行錯誤しながら学んでい

くことを期待している。 

 

(5) コミュニティーの存在 

 フィジカルコンピューティングは広く話題になっており、インターネット上をはじめとして、多くの場

で情報交換が行われている。学生がこうした活動に加わることで、協調学習、共同学習の効果が得られる

ことを期待している。 

 

【参考文献】 

[1] フィジカルコンピューティング・パンフレット、情報工学部広報室配布 

[2] 2010 年度教育ブレティン、pp.2-10、学務課教育支援係配布 
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中期目標 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 

１ 教育に関する目標 

（１）教育内容及び教育の成果等に関する目標 

[学士課程の編成及び教育課程・教育方法に関する目標] 

高い技術力と幅広い知識を持ち、豊かな教養を備えた国際的に通用する人材の輩出を可能とす

るため、 

（1）科学技術の進歩に対応できる基礎力を培い、 

（2）優れた知性と創造性を持って技術開発を推進できる専門技術力を養う教育を行う。 

通し番号 Ｉ-1-03 

中期計画 
教育目的に従って、高い教育効果が期待できる多様な形態の教育方策を実施し、教育課程を充

実させる。 

 

年度計画 
低学年次における工学基礎科目の学力補強のため、効果的な学習支援策を検討し、可能なも

のから実施するとともに、社会の技術発展に則した工学知識を修得させるための教育方策を検

討する。また、学習支援室、e-ラーニング事業推進室、遠隔授業システム、キャリアセンター等

の教育支援のインフラ・システムの実情を調査し、整備に着手する。 

 

【実施状況】 

国際感覚に優れた学生の養成支援を目的として、国際先端情報科学者養成プログラム（IIF プログラム）を実

行し、海外の大学への留学を体験させ、プロジェクト管理や工業経済学の知識・技能の修得を支援した。（資料１）

（資料２）(資料３)（資料４） 

 

（資料１） 国際先端情報科学養成プログラム （出典：IIF プログラム紹介パンフレット） 
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（資料２） 海外派遣実績 

 平成 22年度 14 名（8校） 

 平成 21年度 12 名（4校） 

 平成 20年度 15 名（4校） 

 

（資料３） カリキュラムの一環としてプログラム履修生を参加させた外国人講師による英語での講演実績 
 平成 21年 8月 7日 14：40～16：10 

   Dr. Olaf Diegel 

  （Director of the Creative Industries Research Institute, Auckland University of Technology） 

   “Printing the future” 

 平成 22年 5月 18日 16:30～18:30 

   ナイーム・ザファー 氏 

（UCバークレー校ハーススクールオブビジネス講師，コンコーディアベンチャーズ創立者兼パートナー） 

   「成功する起業のための実践的なアドバイスと企業の成長のための社内起業家の重要性 

    ～シリコンバレーの成功事例に学ぶ～」 

 平成 23年 1月 31日 8:50～10:20 

   Gabriel Hermosilla Vigneau (Doctoral candidate, Universidad de Chile) 

   “THERMAL FACE RECOGNITION USING LOCAL INTEREST POINTS AND DESCRIPTORS  

    FOR HRI APPLICATIONS” 

 

（資料４） 国際先端情報科学養成プログラム履修生の TOEIC 得点の変遷 

 （出典：平成 22 年度戦略的経費実績報告書参考資料（抜粋）） 

 

（出典：入学式当日の説明資料（抜粋）） 
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中期目標 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 

１ 教育に関する目標 

（１）教育内容及び教育の成果等に関する目標 

［成績評価に関する目標］ 

適正な成績評価の方法と基準を設定し、透明性を確保するとともに、多様な授業形態に適した

成績評価を実施する。 

通し番号 Ｉ-1-08 

中期計画 
成績評価基準を明確化するとともに、公表して周知を行い、多様な授業形態に適した評価方法

を策定し、実施することにより、学修意識の改善（学修動機の明確化）を促す。 

 

年度計画 

基礎共通科目に共通の評価方法を適用するため、講義内容の見直しを行い、成績評価方法の

策定を検討するとともに、PBL 等の教育成果が多様化した科目の評価方法について国際的視野

から調査し、検討する。また、全科目について、学修動機を明確化する観点から評価方法を見直

す。 

 

【実施状況】 

今年度から、数学基礎科目、特に解析科目に関して学部横断的にレベル別のクラスを設けて授業を実施した。

補習授業を行った後で、今年度のクラス別授業の問題点の洗い出しや評価を行った。 また、卒業研究や学生実

験、PBL 科目（資料１）（資料２）などの複数の学習教育目標にまたがった科目の評価を厳格にし（項目に分けて

評価し）、総合評価法を明確化した。こうした総合評価法に関して、今年度 5 学科合同で JABEE 認定継続審査を

受け、全ての学科で引き続いて認定を継続できる見込みとなった。（資料３） 

 

 

（資料１） PBL(Project-Based Learning)教育を機軸とするカリキュラムの開発・整備に関する取組 

 
平成 20 年度「質の高い大学教育推進プログラム」（出典：本学 HP） 
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（資料２） 新たに問題提案型の授業を組み込む授業科目・卒業時アンケート結果 

（出典：本学ＨＰ・情報工学部） 

 
科目名: 超ＰＢＬプロジェクトＳ ： Super PBL project S 

対象分野科目 選択科目 2単位  3 年 後期 金曜 3限目 金曜 4限目 金曜 5 限目 
 

授業の概要 

本講義では、目標達成型のシステム創成プロジェクトに続く、問題発見型のプロジェクトとして位置づけ、
以下の３つの項目を行う。  
(1) プロジェクトマネージメントを意識したものづくり法  
(2) 自由な課題によるものづくり、奇想天外な発想によるアイデアなどを求める。  
(3) プレゼンテーションと評価 
 

カリキュラムにおけるこの授業の位置付け 

システム創成プロジェクトをはじめとして、これまでの PBL 型プロジェクトでは、はじめに課題を与え
ておき、評価にはその達成度や完成度を求めていた。しかし、課題探求能力を求めるには更に踏み込んで
「課題を考える」ことも重要となる。この科目を、システム創成プロジェクトに続く PBL 教育の最終段階
として、「課題提案」そのものを求めるプロジェクト型授業として位置づけることとする。 
 

卒業時アンケート（項目評価：問題解決力）Ｈ２１．３ 

学   科 ①強くそう思う ②そう思う ①＋②／全体 
知能情報工学科 １５．０％ ７０．０％ ８５．０％ 
電子情報工学科 １１．８％ ７２．１％ ８３．８％ 
システム創成情報工学科  ９．１％ ７７．３％ ８６．４％ 
機械情報工学科 １１．０％ ７３．２％ ８４．１％ 
生命情報工学科 １３．８％ ６８．８％ ８２．５％

全   体 １２．２％ ７１．９％ ８４．１％

 

 

（資料３）九工大情報工学部 JABEE 実地審査スケジュールと審査結果 

（出典：情報工学部 JABEE 対応委員会資料） 

１１月７日（日） 

AM12:30-PM1:20  審査団到着(各学科の JABEE 委員が審査団を誘導) 

各学科で準備した部屋で、資料のチェック、審査打ち合わせ、機器等のチェック。 

PM3:30-4:20  審査長会議（第二会議室）（オブザーバの三木先生も合流） 

PM4:00  各学科での卒業生（社会人）との面談 

PM6:30 審査団のホテルへのタクシーの手配（プロジェクタの持参） 

PM7:00 夕食（ホテルで） 

 

11 月８日（月） 

AM9:00 審査団の到着  各審査室でスケジュール確認 

AM9.30-10:30 学部共通の説明（第一会議室） 

学長、学部長、事務長挨拶、審査長挨拶、三木先生挨拶 

共通部分のスケジュールの確認、教務関連の説明（10分：大野教務係長）、リメディアル教育 

（10分：西野副学部長）、審査団から出された共通の質問への回答の基本的考え（10分清水 JABEE 

委員長）、学修自己評価シートによる学生自身の達成度評価（５分：楢原委員）、FDおよび LoY 

の選抜法の経緯（数分：永山 FD 委員長）、質疑応答 

AM10:30-11:10 施設見学： 

事務棟（事務長）→付属図書館（コンシエルジュ室）→講義棟→食堂、生協→マイクロ化→ 

オアシス→AV講義室→キャリアセンタ（センタ職員）→基礎実験室（大内氏、技術職員による 

安全対策の説明） 

AM11;20-12:00 各学科の施設見学あるいは審査団とプログラム側との話し合い 

AM12:00  PM1:00 大学側審査団合同昼食会（第一会議室） 

PM1:00-4:00 審査団とプログラム側との話し合いおよび審査継続 

PM4:00-6:00 学生、教職員との面談 
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PM6:00-6:30  審査長会議 

PM7:00-8:00 夕食（ホテル） 

 

11 月９日（火） 

AM9:00 審査団の到着  各審査室でスケジュール確認 

AM10:00-10:30 三木先生とプログラム側の意見交換 

AM10:30-12:00 授業参観（学部共通は清水が案内：各審査団の代表者は第一会議室に集合） 

AM11:30-12:00 審査長会議（第二会議室） 

AM12:00-PM1:00 審査団ごとの昼食（弁当を準備） 

PM1:00 -3:00 審査の継続および全体の調整 

PM3:00 審査結果の伝達（各学科の審査室その他指定された場所で） 

PM3:30 タクシーの手配 

 

各教育プログラムのプログラム点検書における審査結果（A 判定（適合）以外の項目番号）： 

・知能情報工学科：C判定（懸念）「3.1(2)、3.1(3)、3.3(1)、4.3、5(1)、6.1(2) 」 

・電子情報工学科：C 判定「1(1)、3.1(1) 、3.1(2)、3.3(1)、4.1 、5(1)、5(3)、5(4)、6.1(2)、補 1 」 

・システム創成情報工学科：W判定（弱点）「3.2(2)、5(1)、6.1(1)」 

             C 判定「3.1(2)、3.3(1)、5(3)、6.1(2)、6.2」 

・機械情報工学科：C判定「1(3)、3.1(2)、3.3(1)、5(1)、5(3)、6.1(1)、6.1(2)、6.2(1)」 

・生命情報工学科：C判定「3.1(2)、5(1)、6.1(2)」 

なお、どの学科にも D 判定（欠陥）となった点検項目はなかった。 
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中期目標 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 

１ 教育に関する目標 

（３）学生への支援に関する目標 

[学習支援に関する目標] 

技術社会で活躍できる優れた人材の育成のため、 

(1) キャリア資質の形成を支援し、 

(2) 教育知識と技術の修得を効率化する、自己学修管理能力の涵養を図る。 

通し番号 Ｉ-1-17 

中期計画 「学修自己評価システム」により、学生の自己学修管理能力の向上を支援する。 

 

年度計画 
情報工学部において開発中の自己管理能力を高める学修自己評価システムの機能の改善を図

り、システムを工学部にも導入するとともに、現行のポートフォリオによる自己評価を進めつつ運

用を開始し、問題点を把握する。 

 

【実施状況】 

１．各学科の取り組み 

学修自己評価システムは平成２０年度から情報工学部に導入され、学習教育目標と履修科目との関係の点検、

修得単位の確認、達成度評価および担当教員との連絡などの基本的機能を備えており、平成２１年度までに学

習成果蓄積機能が追加された。実際のシステムの利用は、各学科の教育方針に添って、それぞれに適した方法

で運用されている。（資料１） 

本年度行われた日本技術者教育認定機構（JABEE）の継続審査では、学生自身が学習・教育目標に対して達

成状況を継続的に点検し、その学習に反映させるために、本システムの利用が役立っていることが評価された。

（資料２） 

 

２．ポートフォリオシステム作業部会の発足 

当システムの開発を担ってきた特色GP ワーキンググループが昨年度末に解散したため、システムを管理運営

する新しい体制作りが課題であったが、旧ワーキングループメンバーが中心となって１２月からポートフォリオシス

テム作業部会（資料３）が発足した。この作業部会では、システムの円滑な運営やデータ更新等の定期的な保守

管理作業の他、サーバー管理運営方法や統合認証システムとの関係、不具合などの問題点の把握とその改善

策などが検討された。 

 

３．大学院システムの開発・準備 

大学院への導入の第一歩として、研究・開発計画書及び研究・開発報告書の作成およびその提出や管理に関

する一連の作業を電子化するシステムを開発し、来年度からの実施に向けた準備を行った。開発にあたっては、

大学院委員会と連携を取りながら作業部会が仕様書を作成し、学内・教育戦略経費により外部委託した。 

このシステムは、計画書内の研究計画と報告書内の研究開発成果の記録を関連づけて閲覧し、コメント等を

入力することで、複数指導教員による円滑かつ実質的な指導を支援するように設計されている。（資料４） 
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（資料１） 平成２２年度 学修自己評価システムの実施報告 

 

学科 学生への周知 指導教員の対応 実施状況 備考 

知
能
情
報 

工
学
科 

各学期のはじめに、学年毎に
実施するオリエンテーション
において、学修自己評価のシ
ステムの説明を行った。 
 

自分の指導学生の自己
評価を閲覧し、指導教員
のコメント機能を用い
て指導学生にフィード
バックを返す。 

1 ヶ月程度の入力期間内に各
自で入力を行うよう伝えてい
たが、入力率が低かったので、
必修科目において入力をうな
がす指導を行った結果、ある
程度の向上がみられた。 

学生が対面での履修相談や許
可申請を行う際に、サマリ出
力を用い、学生が持参したサ
マリに対して教員がアドバイ
スや指導を行った際、その概
略を記録として残すために活
用することを確認した。 

電
子
情
報 

工
学
科 

必修科目の授業時間の一部を
使って、自己評価システムの
説明を行うと同時に、自己評
価の必要性を説明する。自己
評価システムのマニュアルを
配布する。説明会を必修講義
を利用して学年毎に行った。

担当学生にシステムを
使った自己評価を行う
よう指導し、入力を済ま
せた学生についてはコ
メントの入力を行った。
システムへのアクセス
をしない学生や、面談に
応じない学生について
は、メール等で呼び出し
を行い、直接指導を行っ
た。 

学年により異なるが6～9割の
学生が指定した期間内に、自
己評価を行った。また、指導
教員の個別対応により、未入
力の学生に対して面談等を実
施した。 
 

面談の結果は、学科教育検討
会議で全教員に報告され、問
題学生への対応が検討され
た。 

シ
ス
テ
ム
創
成 

情
報
工
学
科 

経年生には各学期初めの履修
ガイダンスおよび必修科目で
入力の日時を周知した。また
1 年生には後期において、端
末を利用する必修科目の講義
の最初の時間を借用し、自己
評価システムのマニュアルを
配布、システムへのログイン
の確認と、利用方法の概略を
説明した。 

学年担当教員から各学
年の修学状況が教員全
体に報告された。 
各教員は、担当学生の履
修状況と自己評価内容
に応じ、適宜システムに
よるコメント、メールに
よる指示、面談を行っ
た。 

説明会 
H22 前期（H21 後期分） 
２年：履修ガイダンス、5/10、
2限 
３年：プロジェクトⅠ～Ⅳ、
7/9、3限 
H22 後期（H22 前期分） 
１年：プログラミング応用 S、
10/5、3限 
２年：システム創成基礎実験、
9/27、3限 
３年：履修ガイダンス、9/28、
2限 

教員コメントの未入力がみら
れるため、学科会議にて入力
をお願いした。 

機
械
情
報 

工
学
科 

２，３年生を対象に自己評

価・面談を実施する。システ

ムを利用した自己評価と個人

面談の実施期間を掲示すると

同時に、指導教員が担当学生

にメール等で、自己評価と面

談に対応するよう指示する。

１年生については、PBLⅠの時

間を使って、自己評価と面談

のガイダンス、自己評価シス

テムの機能説明とマニュアル

配布を行った。 

担当学生にシステムを

使った自己評価を期間

内に行うよう指導し、シ

ステムの入力を済ませ

た学生との個人面談を

行った。 

システムへのアクセス

をしない学生や、面談に

応じない学生について

は、メール等で自己評価

および面談に応じるよ

う促した。 

１年生については，１０月末

までに８割以上の学生の面談

を終了した。２， ３年生につ

いては、１０月末時点で６～

７割程度の利用率であった。 

面談に応じない学生について

は、引き続き指導教員による

個別対応をお願いした。 

４月末までに８割程度の学生

の面談を終了した。面談に応

じない学生については、引き

続き指導教員による個別対応

をお願いした。 

システムのバージョンアップ

に伴い、改訂マニュアルを全

学生に配布した。 

生
命
情
報 

工
学
科 

学年毎に必修授業の一部およ

び空き時間を利用してAV講義

室にて一斉入力を行った。掲

示板及び必修講義内で一斉入

力の日時を周知した。２，３

年生には、入力の前にマニュ

アルを配付し、システムの説

明を行った。 

研究系会議にて学生の

入力時期を周知し、コメ

ントの入力を促した。 

各教員は指導学生のシ

ートをチェックした後、

コメントを入力し、場合

によって個別面談を行

った。 
 

説明会および一斉入力 

H22 前期（H21 後期分） 

２年：プログラム設計 5/10、2

限 

３年：実習ガイダンス後、

4/13、4限 

H22 後期（H22 前期分） 

１年：10/15、４限目 

２年：9/29、４，５限目 

３年：実習ガイダンス後、

9/28、5限 

前回まで教員コメントの未入

力がみられたため、研究系会

議にて複数回にわたり入力を

お願いした。 

ログインできても、入力でき

ない学生が複数いた。今後、

原因究明する。 
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（資料２） JABEE 継続審査における学修自己評価システム利用に関する評価（出典：学科プログラム点検書） 

 

基準 ３ 教育手段  ３．１ 教育方法 

点検項目 
（３）学生自身にもプログラムの学習・教育目標に対する自分自身の達成状況を継続的に点検させ、その
学習に反映させていること。 

学科 ACWD
判定 

根拠・指導事項 

知能情報
工学科 

C 
学生自身にプログラムの学習・教育目標に対する自己の達成度を継続的に確認させる優れたシス
テムが存在している。しかし、学生へのインタビューからシステムが有効に活用されていない面
もあり、いっそうの活用策が望まれる。 

電子情報
工学科 

A 学修自己評価システムを導入し、継続的に学生に学習・教育目標の達成状況を点検させているこ
とは評価できる。 

システム
創成情報
工学科 

A 学修自己評価システムが有効に機能していることを、実地審査での Web 閲覧、履修生との面談に
より確認した。 

機械情報
工学科 

A 
「学習成果自己評価シート」等で学生自身が達成度を評価する仕組みがあり、それに基づいて達
成度を継続的に点検していることを、自己点検書、実地審査の教員ならびに学生インタビューで
確認した。 

生命情報
工学科 

A 
学習成果自己評価シートや学修自己評価システム、学習コンシェルジュなどのシステムがあり、
利用されている（面談により確認された）。また学習成果自己評価シートや学修自己評価システ
ムを基に、定期的に学生との面談・指導が行われていることより、基準を満たしている。 

 

 

（資料３） ポートフォリオシステム作業部会の活動（２０１０年１２月～２０１１年３月、計８回の会議開催） 

 

構成メンバー：中村貞吾（知能)、硴崎賢一(電子)、藤尾光彦(シ創)、林 朗弘(機械)、坂本 寛(生命、部会長) 
アドバイザー：安永卓生、楢原弘之、堀江知義、田中和明、二尾浩樹（技術部） 

H22 年度活動の実績： 
・ 学修自己評価システムを継続運用するための平成 22年度入学生用のマスタデータの準備作業 
・ 学修自己評価システムを用いて学期ごとに行う学生指導のコーディネートおよび各学科への実施案内 
・ 学修自己評価システム用サーバーおよびサーバー室の点検と不具合への対応 
・ 学修自己評価システムの不具合の点検および、システムメンテナンスのための保守仕様書の作成 
・ 大学院版ポートフォリオシステムの企画・立案とシステム機能の検討および設計 
・ 大学院版ポートフォリオシステム開発段階での委託業者との仕様の打合せと仕様書の作成 
・ 大学院版ポートフォリオシステムの実装サーバー形態に関する検討 
・ 大学院版ポートフォリオシステムの試用評価に基づく機能改善の検討および設計 
・ 教育関連システムにおける統合認証に関する情報科学センターおよび情報基盤室との意見交換 
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（資料４） 大学院研究開発報告システムの概略（出典：教員用操作マニュアル） 

 

 
【計画書・報告書確定までの流れ】 

 
 
【研究開発報告シート確認の手順】 

 

 
【研究開発シート一覧】 

 
No 項目 説明 

① ユーザ情報 ログインしたユーザの情報が表示されています。 

② 画面上部 
「研究成果アーカイブ」、「言語設定」、「ログアウト」機能が付いてい

ます。 

③ クイック検索 
担当している学生のシートを全件、未確認、主指導、副指導の 4つの

方法で検索を掛けることができます。 

④ 条件検索 
担当している学生のシートを学籍番号、学生指名、シート種別、ステ

ータスで条件指定をして検索を掛けることができます。 

⑤ 検索結果 
担当している学生シートの検索結果を一覧表示します。 

ログインした初期状態は、全件表示となっております。 

 

【計画書閲覧+画面】 

 
No 項目 説明 

① タイトルバー シート画面を閉じるおよび印刷機能が付いています。 

② 確認状況 

研究・開発シートを担当している主指導教員と副指導教員の名

前および確認状況が表示されています。指導教員が確認してい

る場合は、チェックマークと日付が表示されます。 

③ ステータス 
現在のステータスフローを表示しています。 

赤枠で囲われているステータスが現在のステータスです。 

④ 学生情報 
研究・開発シートを提出した学生の学籍番号、氏名、学科が表

示されています。 

⑤ 研究概要 
研究・開発の概要、年度計画[今年度]、年度計画[来年度]、履

修計画を表示されており閲覧することができます。 

 
【報告書閲覧画面】 

 

 

No 項目 説明 

① タイトルバー シート画面を閉じるおよび印刷機能が付いています。 

② 確認状況 

研究・開発シートを担当している主指導教員と副指導教員の名前

および確認状況が表示されています。指導教員が確認している場

合は、チェックマークと日付が表示されます。 

③ ステータス 
現在のステータスフローを表示しています。 

赤枠で囲われているステータスが現在のステータスです。 

④ 学生情報 
研究・開発シートを提出した学生の学籍番号、氏名、学科が表示

されています。 

⑤ 研究概要 
研究・開発の概要、進捗情報、履修状況、発表論文・講演のリス

ト、今後の計画を表示されており閲覧することができます。 

⑥ 指導教員の評価 各指導教員が研究概要のコメントを入力します。 
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平成２２年度 教育に係る年度計画の取組状況について 

学部・研究科等名：情報工学府 

 
１．特色のある部分 

1) ICT コース 

I-1-04 の「有機的なコース/モジュール・システム」として、独立した ICT カリキュラムをコ

ース・モジュール制に組込み、充実を図った。 

 

2) 需要創発コース 

I-1-05 の「多様な教育方策」の 1 つとして、産業界をはじめとする社会と連携した実践的教育

の強化のために，需要創発コースの設置を決定し、コース・モジュール制（I-1-04）のコース

を充実させた。 

このための科目として「大学院実践演習Ⅰ～Ⅲ」の開設を決定し、平成 23年度前期からの実施

に向けて具体的な準備を開始した。 

 

3) 授業アンケートの見直し 

I-1-14 の「継続的な FD、SD 活動を推進」の一環として、授業アンケートの問題点について教

員にアンケートを実施した。 

 

4) 博士後期課程におけるキャリア形成 

I-1-16 の「キャリアセンターの機能充実」の１つとして、DC懇談会においてアンケートを実施

し、支援への要望が強いことを確認した。 

 

5) 国際コミュニケーション力の増進 

I-3-05 の「学生に国際的コミュニケーション能力を得させる」方策として、利用率が低下して

いた職員宿舎を留学生混在型学生宿舎に転換した。 

また、I-3-04 の「留学生受入体制の充実」のため、英語のみによる大学院科目に関する調査を

教員に実施した。 

 

【エビデンス】 

1) ICT コース 

・H22 第 17 回大学院委員会議事録（議題：コースの改廃） 

2) 需要創発コース 

・H22 第 15 回大学院委員会議事録（報告：協力依頼） 

・H22 第 17 回大学院委員会議事録（議題：コースの改廃） 

3) 授業アンケートの見直し 

・H22 第 15 回大学院委員会議事録（議題：大学院教育に関する調査結果） 
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4) 博士後期課程におけるキャリア形成 

・H22 第 17 回大学院委員会議事録（議題：中期計画年度報告案） 

5) 国際コミュニケーション力の増進 

・九州工業大学学寮管理運営規則（平成２３年３月９日改正） 

・H22 第 15 回大学院委員会議事録（議題：大学院教育に関する調査結果） 

 

２．今後の取組等について 

1) ICT コース 

実施中であり、連携する数大学との間で連携協定の締結に向けて準備している。 

2) 需要創発コース 

実施に向けて、「大学院実践演習 I～III」の詳細を詰め、授業として実施する。 

3) 授業アンケートの見直し 

平成 23 年度に実施すべく、大学院委員会の課題項目に入れている。 

4) 博士後期課程におけるキャリア形成 

平成 23 年度に実施すべく、大学院委員会の課題項目に入れている。 

5) 国際コミュニケーション力の増進 

平成 23 年度に実施すべく、大学院委員会の課題項目に入れている。 

 

【エビデンス】 

1) ICT コース 

・H23 第 2回大学院委員会議事録（議題：コース履修登録） 

・H23 第 9回大学院委員会議事録（議題：ICT アーキテクトコースの単位認定） 

・H23 第 10 回大学院委員会議事録（議題：「高度 ICT 教育コンソーシアム」連携協定） 

2) 需要創発コース 

・H23 第 1回大学院委員会議事録（議題：専門部会要項の制定） 

・H23 第 3回大学院委員会議事録（議題：需要創発コースの取扱い） 

・H23 第 5回大学院委員会議事録（報告：需要創発コースの学生向け説明会開催） 

・H23 第 1回コース・モジュール専門部会議事録 
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平成２２年度 年度計画評価の特記事項等について 
 

学部・研究科等名：情報工学府 

 

中期目標 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 

１ 教育に関する目標 

（１）教育内容及び教育の成果等に関する目標 

［大学院課程の編成及び教育課程・教育方法に関する目標］ 

高い専門性と深い学識を持ち、卓越した能力と豊かな創造性を持って、研究・開発に従事でき

る人材の輩出を可能とするため、 

(1) 多様な先進技術に対応できる専門力を培う仕組みを作り、 

(2) 革新的で優れた技術を創出できる能力を育成する教育を行う。 

通し番号 Ⅰ-1-05 

中期計画 深い専門知識を実践力につなぐため、多様な教育方策を策定・実施し、充実させる。 

年度計画 
海外研修、インターンシップ、クォーター制、英語による講義など、専門知識に実践力を持たせ

る教育方策を調査し、教育的効果、実施方策及び運営の在り方の検討を開始する。 

 

【実施状況】 

・ 「多様な教育方策」の 1 つとして、産業界など、社会と連携した実践的教育の強化のために、「需要創発コー

ス」の設置を決定し、コース・モジュール制（I-1-04）のコースを充実させた。 

  このコースは、従前の工学系大学院における教育が、実践的側面で不足するとともに、組織的側面で教員

個人の資質に依存していた、という反省に基づき、実践面でリアル PBL（Problem-Based Learning）を取り入

れ、組織面でコース・モジュール制を基礎とする。その結果、需要意識をもった人材育成を達成することを目

標としている。（資料 1） 

・ このための科目として「大学院実践演習Ⅰ～Ⅲ」の開設を決定し、平成 23 年度前期からの実施に向けて具

体的な準備を開始した。 

  テーマとしては、機械システム、自動車、スクールバス運用、地域カードシステム、3D イメージングなどを計

画しており、協力企業もほぼ目途がついている。 

 
（資料１） 需要創発型大学院教育の取組（概算要求説明資料） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

【エビデンス】 

・H22 第 15 回大学院委員会議事録（報告：協力依頼） 

・H22 第 17 回大学院委員会議事録（議題：コースの改廃） 
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【実施状況】 

・ I-3-05 の「学生の国際的コミュニケーション能力向上」およびⅠ-3-04 の「留学生受入体制充実」のため、英

語のみによる大学院科目に関する調査を教員に実施した結果、 

・ 現在は、ほとんど英語を使っていない科目が大部分であるが、テキストは 20%程度英語化されている。 

・ 25%の教員が英語化は可能と回答しており、その半数が準備期間を半年以下と見積もっている。 

ということがわかった。（資料１） 

・ この結果から、既に英語化されている講義を出発点に、ある程度の割合の講義を英語で開講することができ、

英語しか話せない留学生を博士前期課程に受け入れ可能であると考えられる。 

 

（資料１） 大学院科目における英語の使用状況について（教員アンケート結果） 
 

【エビデンス】 

・H22 第 15 回大学院委員会議事録（議題：大学院教育に関する調査結果） 

 

 

中期目標 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 

３ その他の目標 

（２）国際化に関する目標 

①教育・研究面における本学の国際的認知性を高め、教育・研究力を向上させる 

通し番号 Ⅰ-3-04 

中期計画 教育面・研究面等において、重点交流拠点大学を中心とした大学間国際交流等を推進する。 

年度計画 

国際研究交流の方針を明確化し、重点交流拠点大学を選定するとともに、国際連携に係る経

済的支援策を検討する。また、留学生の受入れ体制の充実を図るための検討を開始する。更

に、海外サテライトキャンパスを拠点とした教育・研究連携を発展させるための方策を検討す

る。 
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平成２２年度 教育に係る年度計画の取組状況について 

学部・研究科等名：生命体工学研究科  

 
１．特色のある部分 

１）大学院ＧＰ「出稽古システム」の継続的取り組み 

研究科脳情報専攻では、平成 18 年度から 19 年度に、文部科学省・「魅力ある大学院教育」イニ

シアティブ（大学院ＧＰ）「出稽古修行型の分野横断研鑽システム」から始まる新しい大学院教育

に採択され、その取り組みが継続している。本年度も 8名の学生が出稽古を行った。（I-1-08） 

 

２）大学院ＧＰ「グローバル研究マインド強化教育プログラム」の継続事業 

研究科生体機能専攻では、平成 19 年度から 21 年度に、文部科学省・組織的な大学院教育改革推

進プログラム（大学院ＧＰ）「グローバル研究マインド強化教育プログラム」に採択され、毎年、

大学院生を海外に短期派遣し、英語による討論などを通じて国際マインド強化を図っている。さら

に平成 22 年度から、本プログラムを発展継続する目的で「国際マインド強化プロジェクト」を始

め、7 名の学生を、タイ、インド、ベトナム、マレーシア、オーストラリア、シンガポールに派遣

した。（I-1-08、I-1-13、I-3-04） 

 

３）博士後期課程学生のためのキャリア形成教育の取り組み 

大学におけるキャリア形成について、社会と学生の実態からその意義と必要性を明確化し、それ

らに沿ったキャリア形成教育を行うために、平成 23 年 2月 15 日に九工大発ベンチャー企業による

講演会－世の中のニーズを知り，己の技術を磨けば百戦危うからず－を実施した。また学生のキャ

リア設計支援の一環として，講演会講師の方にアドバイザーになって頂いて学生にキャリア設計書

を作成させた。（I-1-16） 

 

２．今後の取組等について 

１) 生命体の解決すべき課題 

博士後期課程定員未充足の解消 及び 学位授与率悪化に歯止めをかけるために下記の事を実施

する。 

 

 改組 

 

 博士後期課程社会人学生の獲得のために、パンフレット(資料 1)を作成し企業訪問を行う。 

 

 博士後期課程留学生の獲得のために、北京科学技術大学、大連理工大学、プトラ大学等との

積極的交流を行う。また他にも可能であれば協定校を増やしていく。 

 

２）新しいカリキュラムの整備 

「社会的重要課題を分野融合型手法により解決できる人材」および「社会と連携して社会に貢献で

きる人材」の養成に向けカリキュラムを整備する。 
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（資料１）パンフレット 
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平成２２年度 年度計画評価の特記事項等について 
 

学部・研究科等名：生命体工学研究科  

 

中期目標 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 

１ 教育に関する目標 

（１）教育内容及び教育の成果等に関する目標 

［成績評価に関する目標］ 

適正な成績評価の方法と基準を設定し、透明性を確保するとともに、多様な授業形態に適した

成績評価を実施する。 

通し番号 Ⅰ-1-08 

中期計画 
成績評価基準を明確化するとともに、公表して周知を行い、多様な授業形態に適した評価方法

を策定し、実施することにより、学修意識の改善（学修動機の明確化）を促す。 

年度計画 

基礎共通科目に共通の評価方法を適用するため、講義内容の見直しを行い、成績評価方法

の策定を検討するとともに、PBL 等の教育成果が多様化した科目の評価方法について国際的

視野から調査し、検討する。また、全科目について、学修動機を明確化する観点から評価方法

を見直す。 

 

【実施状況】 

各科目についての成績評価基準は学生に対して透明性を持たせるため、シラバスに記載するよう教員に依

頼した。ほぼ全ての専門科目で成績評価基準が明らかになった。（資料１）  

また学生の海外研修グローバル研究マインド強化教育プログラムの成績評価については今まで通りレポート

及び報告会を行った。（資料２）  出稽古の成績評価については引き続き受講案内に記載し成績評価基準を用

いた。（資料３） 以上のように、多様な授業形態に適した評価方法を策定し実施する事により、学修意識の改

善を促している。 

 

（資料１） シラバスに明記されている成績評価基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-50-



（資料２） 海外研修グローバル研究マインド強化教育プログラムの報告会（HP から） 
 

 

（資料３） 出稽古受講案内 
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中期目標 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 

１ 教育に関する目標 

（２）教育の実施体制等に関する目標 

［教育の質の向上に関する目標］ 

② 育成する人材を国際的通用性のある技術者として保証するため、 

(1) 国際基準に則った認定により教育の質を保証し、 

(2) 継続的な教育の質の向上を図るための体制を整備する。 

通し番号 Ⅰ-1-13 

中期計画 
「国際的技術者教育の水準」を満たすよう教育システムを整備し、該当する可能な認定を取得

するよう準備を進める。 

年度計画 
国際的技術者教育の水準を満たすための各部局の取り組みを推進する学内体制の整備を進

めるとともに、学生の教育レベルを測る国際的評価方法の具体化に向けた調査を開始する。 

 

【実施状況】 

国際的技術者教育とは、英語コミニュケーション能力と専門的知識の実践が重要だと考えている。 英語コミ

ニュケーション能力の向上のために今年度生命体工学研究科主催で初めて TOEIC 等を実施した。（資料１）  

また英語の先生に、受講学生の成績を渡し、授業の参考資料として活用して貰った。 

さらに身につけた専門知識の実践的活用のために、生体機能専攻の大学院 GP「グローバル研究マインド強

化教育プログラム」での学生の海外派遣を継続実施し、7 名の学生のタイ、インドなどへの派遣を行った。（資料

２） 

 

（資料１） 生命体工学研究科での TOEIC 導入について検討した学務部会資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料２） 大学院 GP「グローバル研究マインド強化教育プログラム」の継続事業 
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中期目標 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 

３ その他の目標 

（２）国際化に関する目標 

① 教育・研究面における本学の国際的認知性を高め、教育・研究力を向上させる。 

通し番号 Ⅰ-3-04 

中期計画 教育面・研究面等において、重点交流拠点大学を中心とした大学間国際交流等を推進する。 

年度計画 

国際研究交流の方針を明確化し、重点交流拠点大学を選定するとともに、国際連携に係る経

済的支援策を検討する。また、留学生の受入れ体制の充実を図るための検討を開始する。更

に、海外サテライトキャンパスを拠点とした教育・研究連携を発展させるための方策を検討す

る。 

 

【実施状況】 

生体機能 GP「グローバル研究マインド強化教育プログラム」の継続活動として、７名の学生のタイとインドな

どへの派遣を決定した。（資料１） JENESYS プログラムにより、平成 22 年度は 7 名(インド 3、シンガポール 1、

マレーシア 1、タイ 1、ベトナム 1)の留学生の受け入れを行った。  

プトラ大学との共同研究・博士後期課程学生の指導等を実施し、ダブルディグリー制を含む協定締結を目指

している。 サリー大学に短期派遣していた学生（生体機能専攻）2名の成果報告会を11月に開催した。（資料２）  

昨夏ポハン大学と交流を行い、講演及びポスター発表に総勢 8 名が参加した。春には、KAIST などが参加する

EAW ワークショップ（資料３）を開催し、交流を行った。 

 

 

（資料１） 「グローバル研究マインド強化教育プログラム」の継続活動の報告会の実施（HP より抜粋） 
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（資料２） サリー大学に短期派遣していた学生（生体機能専攻）2 名の成果報告会の案内 

 
 

 

 

（資料３） EAW ワークショップ要旨集の表紙 
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中期目標 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 

１ 教育に関する目標 

（３）学生への支援に関する目標 

［学習支援に関する目標］ 

 技術社会で活躍できる優れた人材の育成のため、 

(1) キャリア資質の形成を支援し、 

(2)  教育知識と技術の修得を効率化する、自己学修管理能力の涵養を図る。 

通し番号 Ⅰ-1-16 

中期計画 キャリア形成を支援する体制を整備し、キャリア形成教育を行い学修の実質化を進める。 

年度計画 
大学におけるキャリア形成について、社会と学生の実態からその意義と必要性を明確化し、そ

れらに沿ったキャリア形成教育、支援事業、支援体制の整備計画を策定する。 

 

【実施状況】 

2 月 15 日に九工大発ベンチャー企業による講演会－世の中のニーズを知り，己の技術を磨けば百戦危うか

らず－を実施した。（資料１） また学生のキャリア設計支援の一環として，講演会講師の方にアドバイザーにな

って頂いて学生にキャリア設計書を作成させた。（資料２）  

また次年度から生命体工学研究科に設置されるキャリアセンターの整備計画を策定した。（資料３） 

 

 

（資料１） 九工大発ベンチャー企業による講演会－世の中のニーズを知り，己の技術を磨けば百戦危うからず

－のポスター（左）と講演会の様子を記した明専会報ページ（右） 
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（資料２） 講演会講師の方にアドバイザーになって頂いて学生が完成させたキャリア設計書 
 

 

（資料３） 生命体工学研究科に設置されるキャリアセンターの整備計画資料 
 

-56-



２  平成２２年度 学生支援に係る年度計画の取組状況について 

 

１. 特色ある部分 

以下に特色ある部分について示す。 

 

1） キャリア形成に関する支援（Ⅰ－１－１６） 

① 全部局にキャリアセンターを設置 

     平成２３年４月から生命体工学研究科キャリアセンターを開設し、全部局のキャリアセンター設置

を完了した。 

② 九州工業大学キャリア教育・就職支援連絡会議の設置 

部局毎のセンターで実施していたキャリア教育と就職支援の充実・強化について連絡調整し、よ

り一層の支援を行うための「九州工業大学キャリア教育・就職支援連絡会議」を新たに設置し、全

学センターとしての運営費を計上した平成 23 年度学内予算を平成 23 年 3 月 29 日の役員会で決定

し、学長のリーダーシップの下、全学的な支援体制を構築・整備した。 

 

2） 経済的支援 （Ⅰ－１－１９） 

① 入学料免除、授業料免除の特例措置 

・宮崎県における口蹄疫被害に迅速に対応し、社会からの要請に基づいて授業料が減免できる制度

を新たに設け、１名の学生に対し、授業料年額を全額免除する支援を行った。 

・鶏インフルエンザや新燃岳噴火による被害にも対応し、入学料、授業料を減免する措置を行った。 

② 現行の授業料免除制度の見直し 

真に困窮した学生を支援する制度とするため、貸与型奨学金や生命保険金を家計評価額に収入と

して評価しないよう変更した。 

 

3） 課外活動への支援 （Ⅰ-１－２０） 

    学生が自主的に参加する各種技術系競技会や地域交流プロジェクトなど、学生の課外活動を支援す

る目的のために設置された学生創造プロジェクト（夢プラン）や１００周年記念事業（グループ創造

学習支援事業）を継続的に実施しており、平成２２年度は１０件の学生プロジェクトに対して平成２

１年度より約 1,600 千円多い 14,322,877 円の支援を行った。 

 

4） メンタル面の支援 （Ⅰ-１－２１） 

① 相談体制の充実 

    ・非常勤カウンセラーの勤務日を週二日から三日とした。 

    ・入学時の不安を低減することを目的に、平成２３年度新入生サポートウィーク実施要領を定め、

学生ピアサポーターを２４名確保して、実施のための教育指導を行った。 

② 発達障害学生への支援 

    ・「特別支援教育コーディネーター」を配置し、地域にて発達障害者支援に豊富な経験を有する専門

家を客員准教授として招聘している。 

 

２．今後の取組等について 

 １）「九州工業大学キャリア教育・就職支援連絡会議」を開催し、就職セミナー等の企画や就職内定状況の

情報共有など、就職支援活動の充実を図る。 

 

 ２）教育・研究へのインセンティブ効果に重きを置いた経済的支援制度の構築に向けて検討を進める。 

また、大規模災害等により被災した学生に対する経済的支援制度を整備する。 

 

 ３）学生創造プロジェクト（夢プラン）や１００周年記念事業（グループ創造学習支援事業）を引き続き

実施する。課外活動の設備面においても整備計画を策定し順次整備を進める。 

 

 ４）保健センターと連携して学生相談体制の充実を進める。 

   また、発達障害学生の支援策として特別支援教育コーディネーターによる教職員を対象とした講演会

を企画し、発達障害学生の対応方法について指導教員等の知識を深める活動を行う。 
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平成２２年度 年度計画評価の特記事項等について 
 

中期目標 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 

１ 教育に関する目標 

（３） 学生への支援に関する目標 

［ 学習支援に関する目標 ］ 

技術社会で活躍できる優れた人材の育成のため、 

(1) キャリア資質の形成を支援し、 

(2) 教育知識と技術の修得を効率化する、自己学修管理能力の涵養を図る。 

通し番号 Ｉ-1-16 

中期計画 キャリア形成を支援する体制を整備し、キャリア形成教育を行い学修の実質化を進める。 

年度計画 
大学におけるキャリア形成について、社会と学生の実態からその意義と必要性を明確化し、それら

に沿ったキャリア形成教育、支援事業、支援体制の整備計画を策定する。 

 

【実施状況】 

各キャリアセンターに就職内定状況の情報を集約し、社会的に昨年よりも厳しい就職状況にも関わらず、昨年とほ

ぼ同程度の内定率を達成できたことから、本学におけるキャリア形成教育が成功裡に実施されていると考えられる。

しかし、今後も雇用の低迷が深刻化していく可能性の高いことから、キャリア形成教育の不断の見直しによる一層の

充実が必要であると考えられる。 

そこで、キャリア形成教育プログラムにおいては、既に開講している情報工学部での「キャリア形成概論」に加え、

工学部に新たに「キャリア形成入門」、「インターンシップ実習」を開設する準備を整え、平成２３年度より実施 1 するこ

ととした。また、支援事業としての就職セミナーも年間５回開催するとともに、学科やキャリアセンターにおける就職相

談・面接リハーサルなどを継続的に実施した。 

さらに、平成２３年４月から各キャリアセンターにおけるキャリア教育と就職支援の充実・強化について連絡調整し、

より一層の支援を行うことを目的とした「九州工業大学キャリア教育・就職支援連絡会議」を設置 2 するなど、全学的

な支援体制の整備を行った。(資料１) 

 

（資料１） 

                        

                                    

【エビデンス】 

 

１ 九州工業大学工学部学修細則 （抜粋） 

 

2 九州工業大学キャリア教育・就職支援連絡会議規程 
 

キャリア教育・就職支援連絡会議（仮称） 

議長：副学長（学生担当） 

委員：キャリアセンター長，副研究院長，学務部長 

学務部学務課（事務所掌）

就職活動支援 就職活動支援 

工学部キャリアセンター 情報工学部キャリアセンター

キャリアセンター運営委員会

学科・就職担当

キャリア教育

就職支援

キャリアセンター運営委員会

学科・就職担当

キャリア教育

就職支援

生命体工学研究科キャリアセンター

専攻・就職担当

キャリアセンター運営委員会 

キャリア教育

就職支援

就職活動支援 

キャリア教育・就職支援体制
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○九州工業大学キャリア教育・就職支援連絡会議規程 
平成２３年 ２月 １日

九工大規程第１号
 
   九州工業大学キャリア教育・就職支援連絡会議規程 
 
 （設置） 
第１条 九州工業大学に、九州工業大学キャリア教育・就職支援連絡会議（以下「連絡会議」という｡）を置く。 
 （目的） 
第２条 連絡会議は、大学設置基準（昭和３１年文部省令第２８号）第４２条の２の規定に基づき、学生が社会的及び
職業 
 的自立を図るために必要な資質・能力を培うことができるよう、各部局のキャリア教育及び就職支援の充実・強化
（以下 
 「教育等」という。）について、連絡調整し、教育等の円滑な運営を図ることを目的とする。 
 （構成） 
第３条 連絡会議は、次の各号に掲げる者をもって構成する。 
 (1) 学長が指名する副学長 
 (2) 各キャリアセンター長 
 (3) 副工学研究院長から１名 
 (4) 副情報工学研究院長から１名 
 (5) 副生命体工学研究科長 
 (6) 学務部長 
 (7) 学長が指名する者若干名 
 （任期） 
第４条 前条第７号の構成員の任期は、２年とし、再任を妨げない。 
２ 前項の構成員に欠員が生じたときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。  
 （会議） 
第５条 連絡会議は、第３条第１号の構成員が召集し、議長となる。 
２ 議長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。 
 （事務） 
第６条 連絡会議の事務は、学務課において処理する。 
 
   附 則 
 この規程は、平成２３年４月１日から施行する。 
 

 
 
その他、この規程に関連する文書 

 
 
 

Page 1 of 1

2012/03/22https://himawari.jimut.kyutech.ac.jp/kit/publishrules.nsf/1/B5235378DEFC18EC4925...
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【実施状況】 

授業料免除制度において、真に困窮した学生を支援できる制度とするため、貸与型奨学金や生命保険金の取り

扱いの見直し 1 を行った。また、宮崎県における口蹄疫被害に迅速に対応し、社会からの要請に基づいて授業料が

減免できる制度を新たに設け、実際に救済を行った 2。加えて、鶏インフルエンザや新燃岳噴火による被害を考慮し、

入学料、授業料を減免する措置を行った 3。 

工学部では、授業料特別免除制度（学生優秀賞）の在り方について、課題の検討を開始した。 

情報工学府では、国内採用による国費外国人留学生の推薦に際しての順位決定の方法を検討し、推薦順位決定

の際に学業成績や日本語能力試験等を重視するように改正した。 

生命体工学研究科では、１０４名の学生に対して国内外の学会参加旅費の補助を研究科戦略経費の中から行っ

た。 

 

 

 

 

 

【エビデンス】 

 

１ 九州工業大学入学料，授業料免除者及び徴収猶予者選考基準 別記１（平成２３年４月２７日改正） 

 

2 特別な理由（口蹄疫）による授業料免除について       

 

3 特別な事由による入学料免除について（平成２３年３月９日 学長伺定） 

 

                                       

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中期目標 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 

１ 教育に関する目標 

（３） 学生への支援に関する目標 

［ 生活支援等に関する目標 ］ 

生活支援等のため、 

(1) 就学において、学生が経済的な重圧から解放されるよう可能な限り、生活支援を充実し、 

(2) 人間教育・人格形成の環境を備え、健全で充実した大学生活を実現するための学生活動支

援を行い、 

(3) 学生への心療支援を図る。 

通し番号 Ｉ-1-19 

中期計画 教育・研究面及び就学機会のため、学生への経済的支援を実施する。 

年度計画 
魅力ある大学として、入学料、授業料の免除、徴収猶予制度を維持し、能力、経済的困窮度、教育・

研究へのインセンティブ効果等を基準とした大学の奨学金制度の検討を開始する。 
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○九州工業大学入学料，授業料免除者及び徴収猶予者選考基準  

 
平成１６年 ５月１２日  
制         定  

改正 平成２３年 ４月２７日  

 
九州工業大学入学料，授業料免除者及び徴収猶予者選考基準  

 
（趣旨）  

第１ 入学料，授業料（以下「授業料等」という。）の免除者の選考は，九州工業大学入

学料，授業料及び寄宿料の免除等に関する規程（平成１６年九工大規程第４３号。以下

「規程」という。）に定めるもののほか，この基準の定めるところによる。  

 
（学業成績の基準）  

第２ 学業成績については，次の各号の一に該当する者とする。  
(1) 学部１年次生については，大学入学者選抜時の調査書の「評定平均値」の平均が３．

９以上の者又は入学試験の成績が本人の属する学科において上位３分の１以内の者と

する。  

(2) 学部２年次生以上については，出願時に下表の単位数以上を取得し，次の算式によ

り算出した前年次までの成績評点が１．９以上の者とする。ただし，進級出来なかっ

た者又は修業年限を超えて在学している者（病気，留学など特別な事情があると認め

られる場合を除く。）は，授業料免除の対象としないものとする。  

 

成績評点 ＝
秀・優の単位数×３＋良の単位数×２＋可の単位数×１

取 得 単 位 数 の 合 計  
 

区      分  ２年次生  ３年次生  ４年次生  

工学部昼間コース  ３６単位  ７２単位  １１０単位  

工学部夜間主コース  ３１単位  ６３単位  ９５単位  

情報工学部  ３４単位  ７０単位  １１０単位  

    （ただし，教職に関する専門教育科目の単位数を除く。）  
(3) 博士前期課程の１年次生については，博士前期課程入学試験成績がＡ又はＢの者と

する。  
(4) 博士前期課程の２年次生については，第２号の算式により算出した１年次の成績評

点が２．５以上の者とする。  
(5) 博士後期課程については，博士後期課程入学試験成績がＡ及びＢの者とする。  

２ 学部学生で，母子家庭，生活保護世帯等経済的困窮度が著しく高く，特別の事情のあ

る者であって，次の各号の一に該当する者は，前項第１号及び第２号本文の規定にかか

わらず選考することができる。  
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(1) 学部１年次生については，入学試験の成績が上位２分の１以内の者  
(2) 学部２年次生以上については，大学の成績が前項第２号の表中の単位を満たしてお

り，かつ，平均点が７０点以上の者  

 
（入学料徴収猶予者の学業成績の基準）  

第３ 学業成績については，次の各号の一に該当する者とする。  

(1) 学部１年次生については，大学入学者選抜時の調査書の「評定平均値」の平均が

3.8 以上の者又は入学試験の成績が本人の属する学科において上位２分の１以内の者

とする。  
(2) 博士前期課程の１年次生については，博士前期課程入学試験成績がＡ又はＢの者と

する。  
(3) 博士後期課程の１年次生については，博士後期課程入学試験成績がＡ及びＢの者と

する。  

 
（家計評価額）  

第４ 家計評価額は、別記１に基づき算定する。  

 
（選考の順位）  

第５ 順位の決定は，家計評価額の低い者から行うものとする。  

 
（雑則）  

第６ この選考によりがたい場合は，学生委員会において協議する。  

 
附 記  

この基準は，平成１６年５月１２日から実施し，平成１６年４月１日から適用する。  
附 記  

この基準は，平成２３年４月２７日から実施し，平成２３年４月１日から適用する。  

 

-64-



別記１ 

                家計評価額の算定について 

 

 

 家計評価額は、以下の「家計評価額の計算方法」及び「収入基準額表（別添）」に基づき、次のとお

り算定する。 

 総所得金額 ＝ 総収入金額 － 必要経費 － 特別控除額 

 家計評価額 ＝ 総所得金額 － 収入基準額 

 

１．家計評価額の計算方法 

 総所得金額とは、申請者の属する世帯（大学院に在学する者のうち独立生計者と認定された者にあ

っては本人（配偶者があるときは、配偶者を含む。）の金銭、物品などの一年間の総収入金額（大学院

に在学する者のうち独立生計者と認定された者（配偶者があるときは、配偶者を含む。）が父母等から

金銭、物品などの給付を受けている場合はその金額を、本人が奨学金を受けている場合はその金額を

合算した額）から、（１）必要経費、（２）特別控除額を差し引いた金額をいう。ただし、授業料の免

除及び授業料の徴収猶予の場合において、貸与制の奨学金があるときは、これを総収入金額に算入し

ない。 

 なお、１年間の総収入金額は、申請の前年１年間の額（奨学金は、申請の前年度１年間に実際に受

けた額を申請の前年１年間の額とみなす。）によることとし、これによりがたい場合は、日本学生支援

機構の取扱いを準用する。 

  

（１） 必要経費 

  必要経費の控除は、次の所得の種類別により取り扱う。 

① 給与所得 

 俸給、給料、賃金、歳費、年金、恩給、賞与及びこれらの性質を有する給与等（扶助料、傷病

手当金等を含む。）の収入金額については、次の計算式によって、得られた金額を控除する。 

・ 収入金額が１０４万円以下のものは収入金額と同額とする。 

・ 収入金額が１０４万円を超え２００万円までのもの 

   収入金額×０．２＋８３万円 

・ 収入金額が２００万円を超え６５３万円までのもの 

   収入金額×０．３＋６２万円 

・ 収入金額が６５３万円を超えるもの 

   ２５８万円 

（注）１ 給与所得者が２名以上いる場合、この計算は各人別に行う。 

   ２ 同一人で２以上の収入源があって、いずれも給与所得の場合は、収入金額を合算し

たあと総所得金額を算定する。 
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② 商業、工業、林業、水産業所得 

    年売上げ高から、必要経費として、売上品原価と営業経費とを控除する。 

なお、売上品原価には、当該年度内の仕入れであっても、年度末に在庫として残っている分 

（たな卸資産）は含まない。 

    また、営業経費とは、雇人費、減価償却費、業務に係る公租公課等収入金額を得るための必

要経費をいう。 

 

③ 農業所得 

総粗収入から必要経費として、肥料、種苗、蚕種、家畜の飼料、動力機の燃料等（過去１年 

間の収入を得るために実際に消費したもの）の購入費を控除する。 

なお、総粗収入には、農作物の種類別に作付面積から総収量を算出し、これに販売価格を乗 

じて得た金額（粗収入）㌔のほか、養蚕、牧畜、養豚等農作物以外の収入及び副業収入があ 

る場合には、その収入金額を、すべて前記の収入金額（粗収入）に加算する。 

また、家計仕向け分（自家消費）も販売価格で換算して含めるものとする。 

  

④ その他の職業による所得及び雑所得 

給与、商業、工業、林業、水産業、農業以外の職業（開業医、弁護士、著述業、公認会計士、 

外交員、税理士、大工、左官等）によって収入を得ている場合及び利子、配当、家賃、間代、 

地代、内職収入、親戚・知人等からの援助等の収入の場合、それぞれの収入を得るための必要 

経費を要したときは、収入金額からその必要経費を控除する。 

 

⑤ 臨時的な所得 

    公租公課等の経費を控除する。 

    なお、臨時的な所得とは、退職金、退職一時金、資産の譲渡による所得及び山林所得、保険 

金をいい、当該授業料免除実施前６月間における収入のみとする。 

    ただし、授業料の免除及び授業料の徴収猶予の場合は、生命保険金を除く。 

 

（２） 特別控除額 

   母子、父子世帯、就学者のいる世帯、その他特別の事情のある世帯について、次の特別控除

額を控除する。 
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  特別の事情  特別控除額 （単位：円） 

Ａ 
 

世 

帯 

を 

対 

象 

と 
す 

る 

控 

除 

①母子・父子世帯である

こと。 
  490,000

②就学者のいる世帯であ

ること。 
小学校児童１人につき 90,000

  中学校生徒１人につき 170,000

  
国・公立高等学校生徒１人につ

き 

自宅通学    190,000

自宅外通学  410,000

  私立高等学校生徒１人につき 
自宅通学    330,000

自宅外通学  540,000

  
国・公立高等専門学校１～３年

次生徒１人につき 

自宅通学    280,000

自宅外通学  500,000

 
国・公立高等専門学校４・５年

次生徒１人につき 

自宅通学    400,000

自宅外通学  620,000

 
私立高等専門学校１～３年次生

徒１人につき 

自宅通学   540,000

自宅外通学  760,000

  
私立高等専門学校４・５年次生

徒１人につき 

自宅通学   660,000

自宅外通学  880,000

  国・公立大学学生１人につき 
自宅通学   670,000

自宅外通学 1,160,000

  私立大学学生１人につき 
自宅通学  1,110,000

自宅外通学 1,590,000

  
国・公立専修学校高等課程生徒

１人につき 

自宅通学      70,000

自宅外通学  180,000

  
私立専修学校高等課程生徒１人

につき 

自宅通学    290,000

自宅外通学  390,000

  
国・公立専修学校専門課程生徒

１人につき 

自宅通学   250,000

自宅外通学  710,000

  
私立専修学校専門課程生徒１人

につき 

自宅通学   790,000

自宅外通学 1,230,000

③障害者のいる世帯であ

ること。 
障害者１人につき 990,000
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④長期療養者のいる 

世帯であること。 

療養のため経済的に特別な支出をしている金額。 

  

⑤主たる家計支持者が別

居している世帯であるこ

と。 

別居のため特別に支出している金額。ただし，710,000 円

を限度とする。 

  

⑥火災，風水害，盗難等

の被害を受けた世帯であ

ること。 

日常生活を営むために必要な資材あるいは生活費を得る

ための基本的な生産手段（田・畑・店舗等）に被害があっ

て，将来長期にわたって支出増又は収入減になると認めら

れる年間金額。 

 

⑦父母以外の者で収入を

得ている者のいる世帯で

あること。 

父母以外の者の所得者１人につき 380,000 円。なお，その

所得が 380,000 円未満の場合はその所得額。ただし，本人

及び配偶者の所得については控除できない。 

 

Ｂ 

本
人
を
対
象
と
す
る
控
除 

  
 

（高等学校及び中等教育学校の後期課程）  

  自宅通学   190,000 円  

  自宅外通学  380,000 円 

  

  （高等専門学校）       

  

    

自宅通学   210,000 円  

自宅外通学  420,000 円    

 

（大学・大学院・短大） 

  
自宅通学   280,000 円 

自宅外通学  720,000 円 

   

  （専修学校専門課程）       

  

自宅通学   200,000 円 

自宅外通学  600,000 円    

 

（専修学校高等課程） 

自宅通学   120,000 円  

  
自宅外通学  230,000 円 
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備考 １  Ａ欄の「②就学者のいる世帯であること。」による控除は，就学者の中に出願者本人

分は含めない。 

２   Ａ欄の「②就学者のいる世帯であること。」による控除（国立学校に係るもの）は，

当該就学者が全額授業料免除を受けている場合は，Ｂ欄の「本人を対象とする控除」と

同額とし，半額授業料免除を受けている場合はＢ欄の金額と授業料納入金額との合計額

がＡ欄の「②就学者のいる世帯であること。」による控除額を超えない範囲内で授業料

納入金額を加算することができる。 

３   就学者の学種が申請時と異なる場合は，申請時の学種によりＡ欄の「②就学者のいる

世帯であること。」による控除額を適用する。 

４  Ａ欄の控除については，該当する特別の事情が２以上ある場合にはそれらの特別控除

額をあわせて控除することができる。 

 

（留意事項）就学者（国立学校に係る者）の授業料免除状況の確認は，授業料免除申請書に記入

欄を設ける等適宜の方法による。 
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特別な理由（口蹄疫）による授業料免除について 
 
 
１. 申請者 

工学部       １名 
工学府       １名 
生命体工学研究科  １名 
   合計     ３名 

 
 

 
２．選考結果 
    全額免除（平成２２年度前期・後期授業料全額を免除）    １名 
 
    不許可                   ２名 
 
 
 
※ 適用規定 
   九州工業大学入学料，授業料及び寄宿料の免除等に関する規程 

第１１条第１項第４号及び同条第３項 

 

第１１条 学部及び大学院の学生（研究生，聴講生又は科目等履修生として入学した者を除く。

以下「学生」という。）で，次の各号の一に該当する者は，各期ごとの授業料の全額又は

半額を免除することがある。 
 (1) 経済的理由により授業料の納付が困難であり，かつ，学業優秀と認められる者 
 (2) 授業料の各期ごとの納期前６月以内（新入学者に対する入学した日の属する期分

     の免除に係る場合は，入学前１年以内）において，学資負担者が死亡した場合又は

学生若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け，授業料の納付が著しく困難であ

ると認められる者 
(3) 前号に準ずる場合であって，学長が相当と認める事由がある者 
(4) 強い社会的要請があり，特段の配慮が必要であると学長が認める者 
                （略） 

３ 第１項第４号に該当する者で学長が必要と認める場合は，当該事由の発生した日の属す

る年度に納付すべき授業料の全額を免除することができるものとする。ただし，当該事由

発生の時期が当該年度の授業料の納付以後の場合は，当該年度に納付した授業料の全額に

相当する額を還付することができる。 
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                               平成２３年３月９日 
                                 学 長 伺 定 
 

特別な事由による入学料免除について 
 
 
１．平成 23 年度入学者については、次の特別な事由に該当する者の入学料を免除すること

ができるものとする。 
(1) 口蹄疫により、家畜の殺処分措置を受けた畜産農家世帯からの入学者 
(2) 高病原性鳥インフルエンザにより、家禽の殺処分措置を受けた養鶏農家世帯からの入

学者 
(3) 霧島山（新燃岳）火山活動の影響により、農作物等に被害があり家計に影響を受けた

農家世帯からの入学者 
 
２．免除の額 

経済的困窮度により、全額又は半額を免除するものとする。 
 
３．免除の予算額 
  特別な事由による免除の予算額は、入学料、授業料免除者及び徴収猶予者選考基準第 2
条に規定する免除の総額の枠外で措置する。 

 
４．提出書類 

上記事由に該当することを証明する官公署の書類(罹災証明書)とともに、被害等を受け

たことにより、世帯の家計支出が著しく増大する又は収入が著しく減少したことを示す証

明書等 
 
５．選考基準 
  入学料、授業料免除者及び徴収猶予者選考基準を準用する。 
 
６．免除者の決定 
  免除者は、学生委員会の議を経て、学長が決定する。 
 
７．その他 
  本件事由に該当する者の授業料免除については、判定に使用する前年度の所得額を本

年度に見込まれる所得額として取り扱うことができるものとする。 
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【実施状況】 

戸畑キャンパスでは、学生生活実態調査で「体育館を改善して欲しい」等の意見が多くあったため、体育館のメイ

ンフロアの改善とトイレ、女子更衣室の改修 1 を行った。また、副学長（学生担当）と責善会との懇談会で「野球場ネッ

トフェンスの改修」・「大学会館への無線ＬＡＮアクセスポイント機器を増設して欲しい」との要望があり、野球場ネット

フェンスの改修 2、大学会館への無線ＬＡＮアクセスポイント機器の増設 3 を行い、課外活動施設の整備、充実を図っ

た。更に、学生生活実態調査で「トレーニング施設を充実して欲しい」との要望が多数あるため、武道場トレーニング

室を整備 4 した。 

飯塚キャンパスでは、情報工学部事務部学生係を新設 5し、学生支援体制を強化した。また、スクールバスの運行

を開始するとともに前学期の利用状況を分析し、後学期にはダイヤ改正を行い利便性の向上に努めた 6。このことは、

一般学生のみならず、サークル活動を行う学生のキャンパス内での実質的な活動時間の延長にも繋がっている。さ

らに副学長（学生担当）と責善会との懇談会で「オムニコートの整備をして欲しい」との要望があったため、テニスコー

トの改修を行い要望に応えた 7。この他にも飯塚市など地域との連携を高め、留学生支援や防犯点検強化を推進し、

学生の生活環境改善に向けての取り組みを行った 8。  

 

 

 

 

【エビデンス】 

 

1 体育館施設改修後の写真                  

 

2 野球場ネットフェンスの写真 

 

3 大学会館の無線 LAN アクセスポイント増設場所 

 

4 武道場トレーニング室の写真 

 

5 情報工学部事務分掌規程 

 

6 スクールバス時刻表等 

 

7 副学長（学生担当）と責善会との懇談会及びテニスコート改修後の写真 

 

8 防犯防止キャンペーン ： 本学ＨＰ→http://www.kyutech.ac.jp/info/id236.html 

 

 

 

中期目標 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 

１ 教育に関する目標 

（３） 学生への支援に関する目標 

［ 生活支援等に関する目標 ］ 

生活支援等のため、 

(1) 就学において、学生が経済的な重圧から解放されるよう可能な限り、生活支援を充実し、 

(2) 人間教育・人格形成の環境を備え、健全で充実した大学生活を実現するための学生活動支

援を行い、 

(3) 学生への心療支援を図る。 

通し番号 Ｉ-1-20 

中期計画 大学生活を充実させるため、学生の課外活動を支援する。 

年度計画 
部局において大学生活を充実させるための学生の課外活動支援方策を学生生活実態調査等から

検討し、立案する。 
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＜体育館施設改修後＞ 
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野球場防球ネット改修 
＜改修前＞ 

 
＜改修後＞ 

 
 

-74-

Ⅰ-1-20 エビデンス2



情報コンセントサービスのサービスエリア（本学情報科学センターHPより）
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武道場トレーニング室 
＜改修前＞ 

 
＜改修後＞

 

-76-

Ⅰ-1-20 エビデンス4



○九州工業大学情報工学部事務部事務分掌規程 
平成１３年３月３０日
九工大規程第１７号

改正 平成１７年 ３月３１日九工大規程第２６号
平成２０年 ７月２９日九工大規程第２３号
平成２２年 １月 ６日九工大規程第 ２号
平成２２年 ８月 ４日九工大規程第２５号
平成２２年１２月２０日九工大規程第３４号
平成２３年１２月 ７日九工大規程第３８号

 

＝＝＝＝＝＝＜平成２４年３月３１日までの内容＞＝＝＝＝
＝＝＝＝ 

 
   九州工業大学情報工学部事務部事務分掌規程 
 
 九州工業大学情報工学部事務部事務分掌規程（昭和63年九工大規程第14号）の全部を改正する。 
 
 （目的） 
第１条 この規程は，九州工業大学事務組織規程（昭和63年九工大規程第10号）第６条第２項等の規定に 
 基づき，九州工業大学情報工学部事務部（以下「事務部」という。）に置く係及びその所掌事務につい 
 て定めることを目的とする。 
 （事務部） 
第２条 事務部に，次の係及び専門職員を置き，その事務を分掌させる。 
 (1) 総務係 
 (2) 教務係 
 (3) 大学院係 
 (4) 学生係 
 (5) 専門職員（会計担当） 
２ 総務係においては，次の事務をつかさどる。 
 (1) 事務部の所掌事務に関し，総括し，及び連絡調整すること。 
 (2) 諸行事に関すること。 
 (3) 教授会その他総務係の所管する会議に関すること。 
 (4) 研究院長候補者意向投票に関すること。 
 (5) 事務の改善に関し，企画し，及び立案すること。 
 (6) 内規等の制定改廃に関すること。 
 (7) 長期計画に関し，企画し，及び立案すること。 
 (8) 研究院等の中期目標・中期計画に関すること。 
 (9) 大学改革に関する調査研究及び資料の収集整理に関すること｡ 
 (10) 学部，大学院等の整備計画に関すること。 
 (11) 広報に関すること。 
 (12) 公印の管守に関すること。 
 (13) 公文書類の審査，発受及び整理保存に関すること。 
 (14) 人事に関すること。 
 (15) 諸手当に関すること。 
 (16) 勤務時間の管理に関すること。 
 (17) 出張に関すること。 
 (18) 職員の兼業に関すること。（事務局の所掌に属するものを除く。） 
 (19) 職員の労働安全衛生に関すること。 
 (20) 職員の福利厚生，レクリエーションに関すること。 
 (21) 共済組合（支払いに関することを除く。）に関すること。 
 (22) 寄附金の受入れに関すること（外国機関からの受入れに係る安全保障輸出管理に関する事項を含 
  む。）。 
 (23) 公開講座等に関すること。 
 (24) 内地研究員及び受託研究員等に関すること。 
 (25) 国際研究集会等に関すること。 
 (26) 学術の国際交流に関すること。 
 (27) 職員の外国出張及び海外研修時における安全保障輸出管理に関すること（事務局の所掌に属する 
  ものを除く。）。 
 (28) 科学研究費補助金の申請に関すること。 
 (29) 研究助成金等の申請に関すること 
 (30) 社会人の再教育再訓練に関すること。 
 (31) その他部局に係る研究協力に関すること。 
 (32) 渉外に関すること。（事務局の所掌に属するものを除く。） 
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 (33) マイクロ化総合技術センターに関すること。 
 (34) 所掌事務の調査統計その他諸報告に関すること。 
 (35) 総合教室事務室に関すること。 
 (36) 前各号に掲げるもののほか，事務部の所掌事務で，他の係等の所掌に属しないこと。 
３ 教務係においては，次の事務をつかさどる。 
 (1)  学部学生の入学，退学，転学及び卒業等学籍に関すること。  
 (2)  学部の教育課程に関すること。 
 (3)  学部の教育内容・方法の改善及び組織的な研修等に関すること。 
 (4)  学部の教員免許等資格に係る課程認定の申請に関すること。（事務局の所掌に属するものを除 
  く。） 
 (5)  学部学生の教育実習に関すること。 
 (6)  学部学生の教員免許等資格の取得に関すること。（事務局の所掌に属するものを除く。） 
 (7)  公印の管守に関すること。（事務局及び情報工学部他係の所掌に属するものを除く。） 
 (8)  諸規程等に関すること。（事務局及び情報工学部他係の所掌に属するものを除く。） 
 (9)  学部の学生便覧の編集に関すること。（事務局の所掌に属するものを除く。） 
 (10) 学部学生の修学上の指導・助言及び支援し，及び連絡調整に関すること。 
 (11) 学部学生の学業成績の整理及び記録に関すること。 
 (12) 学部の教授要目（シラバス）に関すること。 
 (13) 学部の授業及び試験時間割の編成に関すること。 
 (14) 学部学生の学外実習，見学，介護体験等に関すること。 
 (15) 学部の研究生，聴講生及び科目等履修生に関すること。 
 (16) 学生の各種証明書の発行に関すること。 
 (17) 飯塚キャンパスにおける講義室及び授業用器具の整備管理に関すること。 
 (18) 非常勤講師に関すること。 
 (19) 教務情報システムの管理・運用に関すること。 
 (20) 教務事務用電子計算機の維持管理に関すること。 
 (21) 学部の入学者選抜に関すること。（事務局の所掌に属するものを除く。） 
 (22) 学部の入学者選抜方法の改善に関し，企画立案し，及び連絡調整すること。（事務局の所掌に属 
  するものを除く。） 
 (23) 学部の入学者選抜に係る広報に関し，企画立案し，及び連絡調整すること。（事務局の所掌に属 
  するものを除く。） 
 (24) 学部の高大連携に関し，企画立案し，及び連絡調整すること。（事務局の所掌に属するものを除 
  く。） 
 (25) 学部の学生募集に関すること。 
 (26) 大学入試センター試験に関すること。（事務局の所掌に属するものを除く。） 
 (27) 所掌する会議に関すること。 
 (28) 所掌事務の調査統計その他諸報告に関すること。 
 (29) その他学部学生の教務事務及び入試事務に関すること。（事務局の所掌に属するものを除く。） 
４ 大学院係においては，次の事務をつかさどる。 
 (1) 大学院生の入学，退学及び修了等学籍に関すること。 
 (2) 大学院の教育課程に関すること。 
 (3) 大学院の学位に関すること。 
 (4) 大学院の学生便覧の編集に関すること。 
 (5) 大学院学生の修学上の助言指導に関すること。 
 (6) 大学院生の学業成績の整理及び記録に関すること。 
 (7) 大学院の教授要目（シラバス）に関すること。 
 (8) 大学院の授業及び試験時間割の編成に関すること。 
 (9) 大学院の研究生，聴講生及び科目等履修生に関すること。 
 (10) 大学院学生の学外研修に関すること。 
 (11) 大学院の入学者選抜に関すること。（事務局の所掌に属するものを除く。） 
 (12)大学院の入学者選抜方法の改善に関し，企画立案し，及び連絡調整すること。（事務局の所掌に属 
  するものを除く。） 
 (13)大学院の入学者選抜に係る広報に関し，企画立案し，及び連絡調整すること。（事務局の所掌に属 
  するものを除く。） 
 (14) 大学院の学生募集に関すること。 
 (15) 所掌する会議に関すること。  
 (16) 所掌事務の調査統計その他諸報告に関すること。 
 (17) その他大学院の教務事務及び入試事務に関すること。（事務局の所掌に属するものを除く。） 
５ 学生係においては，次の事務をつかさどる。 
 (1) 学生及び学生団体の学生支援，生活支援及び外国人留学生に係る相談及び指導・助言に関するこ 
  と。 
 (2) 学生の課外教育（外国人留学生の分を含む。）に関すること。（事務局の所掌に属するものを除 
  く。） 
 (3) 飯塚キャンパスの課外活動施設，保健施設及び福利施設に関すること。（事務局及び情報工学部 
  他係の所掌に属するものを除く。） 
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 (4) 学外研修施設に関すること。（事務局の所掌に属するものを除く。） 
 (5) 学生の集会並びに掲示物及び印刷物に関すること。 
 (6) 学生のボランティア活動に関すること。 
 (7) 学生の賞罰に関すること。 
 (8) 学生の生活実態調査に関すること。（事務局の所掌に属するものを除く。） 
 (9) 学生の奨学金（外国人留学生の分を含む。）に関すること。 
 (10) 学生の授業料等の減免及び徴収猶予に関すること｡ 
 (11) 学生の旅客運賃割引証等に関すること。 
 (12) 学生の宿舎の紹介に関すること。 
 (13) 学生のアルバイトの紹介に関すること。 
 (14) 学生の学生教育研究災害傷害保険等に関すること。 
 (15) 学生の国際交流に関すること。（事務局の所掌に属するものを除く。） 
 (16) 外国人留学生の地域社会との交流に関すること。（事務局の所掌に属するものを除く。） 
 (17) 学生の海外派遣に関すること。（事務局の所掌に属するものを除く。） 
 (18) 飯塚キャンパスの国際交流会館及び外国人留学生の宿舎に関すること。（事務局及び情報工学部 
  他係の所掌に属するものを除く。） 
 (19) 所掌する会議に関すること。 
 (20) 所掌事務の調査統計その他諸報告に関すること。 
 (21) その他学生の厚生補導及び国際交流に関すること。（事務局の所掌に属するものを除く。） 
６ 専門職員（会計担当）においては，次の事務をつかさどる。 
 (1) 予算の要求，配分及び管理に関すること。 
 (2) 収入金の収納に関すること。 
 (3) 謝金に関すること。（事務局の所掌に関するものを除く。） 
 (4) 検収に関すること。（事務局の所掌に関するものを除く。） 
 (5) 物品の管理に関することの補助。 
 (6) 自動車の運用に関すること。 
 (7) 資産の管理に関することの補助。 
 (8) 職員宿舎に関することの補助。 
 (9) 構内の警備に関すること。 
 (10) 構内の清掃に関すること。 
 (11) 建物，工作物，設備の維持管理，保全に関すること。 
 (12) 省エネルギーに関すること。 
 (13) 廃棄物，廃液に関すること。 
 (14) 所管する会議に関すること。 
 (15) 所掌事務の調査統計その他諸報告に関すること。 
 (16) その他会計事務の全般（事務局の所掌に関するものを除く。）に関すること。 
 
   附 則 
１ この規程は，平成１３年４月１日から施行する。 
２ 九州工業大学情報工学部事務部事務分掌規程（昭和63年九工大規程第14号）は，廃止する。 
   附 則 
 この規程は，平成１７年３月３１日から施行し，平成１６年４月１日から適用する。 
   附 則 
 この規程は，平成２０年８月１日から施行する。 
   附 則 
 この規程は，平成２２年２月１日から施行する。 
   附 則 
 この規程は，平成２２年９月１日から施行する。 
   附 則 
 この規程は，平成２３年１月１日から施行する。 
 
 

＝＝＝＝＝＝＝＜平成２４年４月１日以降の内容＞＝＝＝＝
＝＝＝＝＝ 

 
   九州工業大学情報工学部事務部事務分掌規程 
 
 九州工業大学情報工学部事務部事務分掌規程（昭和63年九工大規程第14号）の全部を改正する。 
 
 （目的） 
第１条 この規程は，九州工業大学事務組織規程（昭和63年九工大規程第10号）第６条第２項等の規定に 
 基づき，九州工業大学情報工学部事務部（以下「事務部」という。）に置く係及びその所掌事務につい 
 て定めることを目的とする。 
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11 19 ( ) 20 ( )

11 24 ( ) 25 ( )

3 12 ( )

7 16 ( ) 17 ( )

24
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＜副学長（学生担当）と責善会との懇談会＞ 
 

 
 
 
＜テニスコート改修後＞ 
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HOME  最新情報  本学学生が警察と共同で犯罪防止キャンペーンを行いました！  

 

本学学生が警察と共同で犯罪防止キャンペーンを行いました！ 

2010.10.25 (月)  

 平成２２年１０月２０日（水）午前８時３０分から９時頃までの間、情報工学部（飯塚キャンパス）駐輪場及び

構内バス降車場において、学生自治会の学生と飯塚警察署 生活安全課が協力し、犯罪防止のキャンペー

ンを行いました。 

 

 薬物乱用・自転車・バイクの盗難・性犯罪の防止に関するチラシとともにワイヤー錠を無償で配付するな

ど防犯意識の向上を呼びかけていました。 

防犯チラシ配りの様子１ 

防犯チラシ配りの様子２ 

記念撮影 

 

 

 

 

 

 

 

キャンパス・交通案内 サイトマップ お問い合せ一覧
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【実施状況】 

学校医、カウンセラー、相談員で構成される学生相談員体制を継続して運用し、保健センター、学生委員会、教授

会等の各部署との連携を図り、学生のメンタル支援について情報収集、支援策の検討、整備を行った。例えば、情

報工学部では、非常勤カウンセラーのカウンセリング実施日を週二日から週三日に増やした 1。また、保健センター

所長と産業医による学生のメンタルヘルス等に関する講習会を実施 2 するとともに、第４８回全国学生相談研修会に

教員等６名が出席 3 し、教授会でその報告会を行うなど、メンタルヘルス対応能力強化に向けた取り組みを行った。 

若松キャンパスでも、保健センター准教授による「不登校について」のセミナーを行い 4、教員の理解を深めた。 

さらに、発達障害等のメンタル問題への対応状況を把握し、戦略経費を支出することにより新たに「特別支援教育

コーディネーター」を配置するなど支援体制の充実を図った 5。コーディネーターとしては、地域での発達障害者支援

経験の豊富な専門家を客員准教授として招聘し、本学の発達障害学生の支援の中心的役割を担っている。 

また、効果的な学生支援制度にするため、教職員のメンタル支援の対応力を高める学内外の研修 6 が必要と判断

し、例えば、職員の学生支援シンポジウムへの出席 7、ピアサポート制度整備に向けた情報収集などを実現した。 

 

 

 

 

【エビデンス】 

 

1 非常勤カウンセラーの雇用について（平成２１年度、平成２２年度） 

 

2 学生のメンタルヘルスに関する講習会資料 （抜粋） 

 

3 学生相談研修会参加承諾書 

 

4 生命体工学研究科教授会議事要旨 抜粋（平成２２年４月２２日） 

 

5 任用関係書類 

 

6 保健センター研修会「学生対応のコツ」 ポスター 

 

7 シンポジウム実施要項 

 

 

 

 

 

中期目標 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 

１ 教育に関する目標 

（３） 学生への支援に関する目標 

［ 生活支援等に関する目標 ］ 

生活支援等のため、 

(1) 就学において、学生が経済的な重圧から解放されるよう可能な限り、生活支援を充実し、 

(2) 人間教育・人格形成の環境を備え、健全で充実した大学生活を実現するための学生活動支

援を行い、 

(3) 学生への心療支援を図る。 

通し番号 Ｉ-1-21 

中期計画 心的に就学が困難となった学生へのメンタル支援を充実させる。 

年度計画 

学校医、カウンセラー、相談員で構成される学生相談体制の継続的運用と改善策の検討を開始す

るとともに、 発達障害等のメンタル問題への対応状況を把握し、支援体制の整備を進める。また、

必要で効果ある学生支援制度に関する取り組みの検討を開始する。 
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平成２１年　３月２５日

　学　長　　殿

保健センター所長

　　　　　　　　九州工業大学非常勤カウンセラーの雇用について（依頼）

　このことについて、下記のとおり雇用したいので、発令方よろしくお願いいたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

発令希望日 　　　　平成２１年　４月　１日

勤 務 期 間 平成２１年４月１日～平成２２年３月３１日

職 務 内 容 　　　　　カウンセリング

氏 名
小　澤　永　治

（新規）

勤 務 地 飯塚キャンパス

希望曜日等
毎週月曜日

１０時～１７時
（休憩１時間を含む）

経 費 　　　　　非常勤講師関連経費

戸畑、若松キャンパスの非
常勤カウンセラーについて
は、継続雇用で発令依頼済
みです。

備　　考
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平成２２年　３月１８日

　学　長　　殿

保健センター所長

　　　　　　九州工業大学非常勤カウンセラーの雇用について（依頼）

　このことについて、下記のとおり雇用したいので、発令方よろしくお願いいたします

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

発令希望日 　　　　平成２２年　４月　１日

勤 務 期 間
平成２２年４月１日～
平成２２年８月３１日

氏 名
水　内　良　子

（継続）
小澤　永治
（継続）

宋　映沃
（新規）

職 務 内 容 　　　　　           カウンセリング

勤 務 地 戸畑キャンパス

希望曜日等
毎週月曜日

１０時～１６時
（休憩１時間を含む）

毎週月曜日
１０時～１７時

（休憩１時間を含む）

毎週金曜日
１０時～１７時

（休憩１時間を含む）

経 費 　　　　　非常勤講師関連経費

平成２２年４月１日～平成２３年３月３１日

飯塚キャンパス
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平成２２年１１月１９日 
 
 
 
   学   長  殿 
 
 

保健センター所長 
 
 
 

平成２２年度非常勤講師（客員准教授）の任用について（依頼） 
 
 
 
 このことについて，下記の者を任用したいので，よろしくお取り計らい願います。 
 

記 
 
  １．氏  名   高橋 正泰 
 
  ２．任用期間   平成２２年１２月 １日～平成２３年 ３月３１日 
 
  ３．職務内容   特別支援教育コーディネーターとして、以下の職務を行う。 

①発達障害学生への修学支援のコーディネート 
（支援計画の立案、調整、推進） 

②発達障害学生への職業指導（ジョブコーチ） 
③指導教員をはじめとする関係者へのコンサルテーション 
④学内の医師、カウンセラー、保健師等との連携 
⑤学内の各部局・センター等との連携 
⑥学外の専門機関（医療、教育、福祉）との連携  
⑦学内における発達障害に関する啓蒙 

 
  ４．経  費   教育戦略経費／保健ｾﾝﾀｰ所長／特別支援教育ｺ-ﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 
           １０－５５５１－０１－００１４ 
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E-mail g-keikaku@jasso.go.jp
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３  平成２２年度 入試に係る年度計画の取組状況について 

 

１．特色ある部分 

 

１．アドミッション・ポリシーに適合した学生選抜方法の改善（Ⅰ－１－０６） 

（１）入学者選抜の基本戦略と入学試験の実施方法についての検討 

① 理科の教科で「物理又は化学から 1科目選択」に、新たに生物を加え選択肢を広げた入試を

一部の学科において平成 23 年度一般入試（前期日程）より導入した。 

② 大学入試センター試験の配点比率について、理数科目に優れた入学者を個別学力検査で選抜

するために、情報工学部で見直した。 

③ 大学入試センター試験を課す推薦入試を多くの学科において平成２５年度入試から導入す

ることとした。 

（２）博士後期課程入学者の確保 

博士前期課程からの進学希望者が減少している状況を踏まえ、関東地区での社会人学生の募集

を強化するため、関東地区へ募集案内を配付した。 

 

２．アドミッション・ポリシーの効果的な広報と充実した学生募集方法（Ⅰ－１－０７） 

（１）アドミッション・ポリシーの見直し 

① 国大協通知に鑑み、アドミッション・ポリシーの見直しを行い、平成２３年度入学者選抜要

項及び学生募集要項並びにホームページにて公表したことに伴い、本学の教育ポリシー及び

人材育成目標に合致した学生募集が可能となった。 

② アドミッション・ポリシーにより、高校で履修してくることが望ましい科目を明確にしたた

め、入学志願者の能力・適正等を適切に把握出来る様になった。 

（２）学生募集活動と効果的な広報組織 

① 進学説明会・高校訪問・出前講義・入試説明会・合同説明会等を充実させた。今後の分析が

必要であるが、志願者は増加した。 

② 広報戦略室を立ち上げ、大学広報と入試広報（学生募集）の業務を調整し、大学全体の戦略

的な広報活動を推進した。 

 

 

 

 

２．今後の取組等について 

 

（１）アドミッション・ポリシーを本学の基本理念を踏まえて見直し、求める学生像等を明確にすると

共に、入試区分毎にアドミッション・ポリシーに沿った学生を受入れているか、選抜方法を検証す

る。 

（２）アドミッション・ポリシーを効果的な方法で社会へ周知させると共に、従来の学生募集の効果を

検証し、平成 22 年度に新設した広報戦略室と連携しつつ、学生募集活動を展開する。 
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平成２２年度 年度計画評価の特記事項等について 
 

 

【実施状況】 

入学者選抜の基本的戦略と入学試験の実施方法について検討した結果、理科の教科で「物理又は化学から 1 科

目選択」に、新たに生物を加え、選択肢を広げた入試を情報工学部システム創成情報工学科及び生命情報工学科

において平成 23 年度一般入試（前期日程）から導入した 1。また、情報工学部全学科の一般入試（前期日程）におい

て、理数科目に優れた入学者を個別学力検査で選抜することを目的とし、大学入試センター試験の配点比率を見直

した 1。 

募集人員の見直しを情報工学部機械情報工学科において、平成 23 年度一般入試（前期日程）及び（後期日程）

から行った 1。（前期日程 40 名 -> 37 名，後期日程 22 名 -> 25 名） 

また、平成 24 年度一般入試（前期日程）における大学入試センター試験の利用教科・科目の見直しを行った。 

更に、大学入試センター試験を課す推薦入試を工学部並びに情報工学部の複数学科において平成 25 年度特別

入試より導入することとした 2。 

情報工学部全学科においては、大学入試センター試験の利用教科・科目に「国語」を加えるとともに、配点の比率

を見直した一般入試を、平成 25 年度（後期日程）から行うこととした。 

博士後期課程入学者確保について問題の分析・検討を行った結果、博士前期課程からの進学希望者が減少して

いる状況を踏まえ、関東地区での社会人学生の募集を強化するため、関東地区へ募集案内を配布 3 し、次年度以降

も引き続き検討を行うこととした。 

 

 

 

【エビデンス】 

 

１．「平成２３年度 個別学力検査[前期日程]試験科目に関するお知らせ」 

  （生物入試導入、センター試験配点変更、情報工学部機械情報工学科の募集人員の見直し） 

 

２．「平成２５年度の入学者選抜方法等について【予告】」 

  （推薦Ⅱの導入） 

 

３．「母校で博士の学位取得を目指しませんか！」 

  （博士後期課程社会人学生募集） 

 

  

中期目標 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 
１ 教育に関する目標 
（１） 教育内容及び教育の成果等に関する目標 

［ アドミッションポリシーに関する目標 ］ 
① 本学の人材育成目的に沿って策定した教育目標に適した入学者を選抜する。 

通し番号 Ｉ-1-06 

中期計画 アドミッションポリシーに適合した学生選抜方法の改善を進める。 

年度計画 

入学選抜の基本的戦略とそれに則った入学試験の実施方法について検討を開始するとともに、博

士後期課程入学者の確保を大学院の重要課題として、問題の分析・検討を行い、必要な方策を立

案する。 
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■■  社社会会人人特特別別選選抜抜  
 昨今の社会を取り巻く変化や企業からの多様なニーズを反映するために、九州工業大学では、高

度な教育・研究指導による社会人の再教育の場としての大学院を目指して社会人特別選抜を実施し

ています。この社会人特別選抜では、職場に関連した研究テーマを設定することもできます。 
 

■■  長長期期履履修修制制度度  
 「職業を有している等のために一般の学生に比べて年間に修得できる単位数が限られ、標準修業

年限で修了することが困難な社会人学生」を対象として標準修業年限（博士前期課程2年、博士後

期課程3年）を超えて一定期間にわたり、計画的に教育課程を履修し、修了することができます。

通常の課程学生が標準修業年限に支払う授業料の総額を、長期履修期間の年数で均等に支払うこと

になるため、修了までに支払う各年の負担も軽減されます。修了要件、学位授与等は通常の課程学

生と同じ扱いとなります。 
 
 

 

  

■■  遠遠隔隔ででのの受受講講おおよよびび指指導導 
  九州工業大学のキャンパスに来ることなく、授業科目によっては、東京地区において、講義を e
ラーニングで、また研究指導をTV会議で、受けられる場合があります。 
 

社会人特別選抜に興味をもたれた方は、 
工学府：   大学院係( 093-884-3057 Email: koh-daigakuin@jimu.kyutech.ac.jp) 

 出願期間（第２回選抜） 平成23年１月１７日（月）～２１日（金） 

情報工学府： 大学院係( 0948-29-7520 Email:jho-daigakuin@jimu.kyutech.ac.jp) 

 出願期間（第２次募集） 平成23年１月２４日（月）～２８日（金） 

生命体工学研究科： 学務係 ( 093-695-6006 Email:sei-gakumu@jimu.kyutech.ac.jp) 

 出願期間（第４回）   平成23年２月１６日（水）～２３日（水） 

あるいは、旧指導教員までご相談ください。 
 

入試課( 093-884-3056 Email:nyu-jisshi@jimu.kyutech.ac.jp) 

          

・入学料・授業料支援制度    年収によっては入学料や授業料が免除される場合があります。

・九州工業大学１００周年記念事業大学院博士後期課程社会人学生奨学事業 
                博士後期課程の社会人学生を対象に所定の申請により入学金 
                相当額を奨学金として給付します。
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【実施状況】 

国大協通知等に鑑み、両学部各学科のアドミッション・ポリシーについて、高等学校で修得が望ましい教科内容と

水準を示し、より具体的に見直した。平成 23 年度入学者選抜要項、学生募集要項及びホームページに公表した 1。

このことにより本学の教育ポリシー及び人材育成目標に合致した学生募集が可能になるとともに、高校において履

修が望ましい科目を明確にしたことで、入学志願者の能力・適性等を適切に把握出来る様になった。 

学生募集活動については、進学説明会・高校訪問・出前講義・入試説明会・合同説明会等を充実させた。今後の

分析が必要であるが、志願者は増加した 2 3。また、広報戦略室 4 を立ち上げ、大学広報と入試広報（学生募集）の業

務を調整し、大学全体の戦略的な広報活動を推進した。 

工学部では、各学科のアドミッション・ポリシーを見直し、大学教育を受けるために、高校において必要な基礎学力

を明確に示すことができた。 

 情報工学部では、オープンキャンパス、高校訪問、入試説明会について計画的に実施した。更に、学部内において

学部広報委員会と広報室で業務分担を検討し、学生募集・一般広報等を効率的に行うための組織の検討を行った。 

 

 

 

【エビデンス】 

 

１．「平成２３年度入学者選抜要項」（抜粋）「ホームページ」 

  （両学部各学科の入学者受入方針） 

 

２．「平成２２年度 入学試験 総括表」、「平成２３年度 入学試験 総括表」 

  （志願増） 

 

３．「平成２２年度学生募集活動実施結果について」 

  （進学説明会・高校訪問・出前講義・入試説明会・合同説明会等） 

 

４．「〇九州工業大学広報戦略室規則」 

 

中期目標 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 
１ 教育に関する目標 
（１） 教育内容及び教育の成果等に関する目標 

［ アドミッションポリシーに関する目標 ］ 
② アドミッションポリシーを効果的に実現する学生募集戦略を展開する。 

通し番号 Ｉ-1-07 

中期計画 
アドミッションポリシーを社会へ周知させる効果的な広報と、充実した学生募集方法を策定し実施

する。 

年度計画 

社会の状況に照らし、ディプロマポリシー、教育ポリシー及び人材育成目標との関連においてアド

ミッションポリシーを見直し、必要に応じて改定するとともに、 従来から実施してきた学生募集活

動を進め、効果ある広報組織の在り方と募集計画を検討する。 
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